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資料：都市計画基礎調査

平成27年自然的土地利用 平成17年から平成27年に都市的土地利用へ転換*
都市計画公園・緑地（計画） 都市計画公園・緑地・墓園（供用開始済み） 
都市計画公園・緑地（事業中） 河川 地区区分

*土地利用現況については、都市計画基礎調査の項目変更等により、実際の土地利用の変更の有無にかかわらず、土地利用転換があったものと見なされる場合があります。

0 500 1000m

水・緑の状況

緑地減少の状況（H17→H27）

整備済 概成 未整備 国道・県道
都市計画区域 市街化区域 地区区分 道路構想

1

1

1

1

1

0 500 1000m

道路・鉄軌道の状況

都市計画道路の進捗状況 ・藤沢駅とは近接しておりますが、地区内には

鉄道駅は立地していません。

・柄沢特定土地区画整理事業により、都市計

画道路が概ね整備されています。

・柏尾川、滝川が境川と合流し、その南側で川名緑

地を中心とした斜面緑地等が残されています。

・地区北側では、土地区画整理事業等により緑が減

少していますが、公園整備等により保全された緑

地もあります。また、地区南側の斜面地でも緑が

減少しています。

・多くの都市計画公園が整備されていますが、一部

の街区・近隣公園が未整備となっています。
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地区の将来像

　歴史・自然・産業等の地域の豊かな資源を活かしながら、安心して快適に暮らし、働き続けら

れる地区を形成します。

　（仮）村岡新駅の設置を契機とした本市の新たな玄関口となる交通拠点の形成に向け、鎌倉

市と連携したまちづくりとともに、村岡公民館に加え新たな地区拠点の創出により、活動・交流

の充実をめざします。

　都市整備と環境保全を共存させながらまちづくりを進め、利便性が高く、ゆとりと潤いのあ

る都市環境のもと、人と人がふれあい支え合いながら、いきいきと暮らせる地区をめざします。

ふれ愛　ささえ愛
絆ではぐくむ“輝

き

ら里
り

”むらおか

土地利用
①（仮）村岡新駅設置を契機とした、玄関口となる都市拠点の創出

◆（仮）村岡新駅周辺では、緑豊かな周辺環境と調和した都市空間を形成するとともに、鎌倉市
深沢地区と一体となったまちづくりを進めます。

◆広域交流を育む都市拠点の形成とともに、身近な商業サービス機能、コミュニティ機能等の集
積やユニバーサルデザインの導入を図ります。

②安心して暮らし続けられる居住環境の維持・向上
◆計画的な基盤整備を終えた住宅地では、良好な居住環境の維持・充実に向け、住民主体のまち

づくりのルール等を検討します。
◆基盤整備が遅れている住宅地では、狭隘道路の解消や行き止まり道路を増やさない等、居住

環境の改善を図ります。
◆災害時や緊急時に備えるため、ブロック塀の改修等、安全・安心の向上を図ります。

③工業系市街地の維持
◆ＪＲ東海道本線沿いにある工場・研究所等の工業系市街地を維持し、本市の活力を創出する産

業拠点として充実をめざします。

交通
①交通拠点の形成と公共交通の充実

◆地区住民や就業者の利便性向上に向け、ＪＲ東海道本線の新駅設置とともに、併せてバスネッ
トワークの再編等による公共交通網の充実を促進します。

◆公共交通結節機能を有した交通拠点として、湘南モノレール「湘南深沢駅」との連携強化を促
進します。

②地区内のバス交通の維持・充実
◆暮らしや通勤の足として地区内外を連携するバス交通の維持・充実を図ります。

まちづくりの基本方針

村岡地区4
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③地区の移動を支える道路網の充実
◆地区内における交通渋滞、通過交通流入等の解消に向け、広域幹線道路である横浜藤沢線の

整備を環境との共生を図りながら促進します。
◆（仮）村岡新駅にアクセスする道路の整備を検討します。
◆地区内の幹線道路等に連絡する主要な生活道路の充実を図ります。

④安心して歩けるみちづくり
◆（仮）村岡新駅周辺では、ユニバーサルデザインに配慮するとともに、安心して歩いたり自転車

でアクセスできる交通環境の充実を推進します。
◆生活道路での通過交通の排除や走行速度抑制策等により、人が主役となる生活道路づくりを

検討します。

水・緑
①川名緑地を核とした緑の拠点づくり

◆川名清水谷戸を中心とした斜面緑地等は、新林公園や隣接する鎌倉市側の緑地と一体となっ
た緑の拠点形成をめざし特別緑地保全地区等の指定をするとともに、緑地内に計画されてい
る横浜藤沢線について、環境と共生する道路づくりのあり方について検討します。

◆本市の玄関口として、（仮）村岡新駅及びＪＲ東海道本線沿いにおける緑空間の維持・創出や緑
化を図ります。

②谷戸や河川、斜面緑地等地区をつなぐ水と緑のネットワークづくり
◆柏尾川や境川、滝川等の河川と、川名緑地、公園、斜面緑地等をつなぐ、幹線道路沿いの街路樹

の維持・充実や緑化を図ります。

③住宅地における緑の維持・創出
◆歩いていける身近な公園の整備を推進します。
◆潤いのある居住環境維持に向け、宅地内の緑の維持・充実を図ります。

景観・防災・都市づくり等
①（仮）村岡新駅設置を契機とした協働によるまちづくり

◆村岡地区まちづくり計画の実現に向け、（仮）村岡新駅予定地周辺におけるまちづくりを市民
や事業者、行政等との協働により進めます。

◆深沢地区と連携した広域拠点となるまちづくりについて、鎌倉市、神奈川県等と連携しながら
検討を進めます。

②地区内の緑を活かした景観づくり
◆川名緑地一帯や、本市の玄関口となるＪＲ東海道本線沿い等、緑を活かした景観の維持・充実

を図ります。
◆住宅地では、宅地内の緑や傾斜地形により保全されている緑等を維持・活用しながら、ゆとり

のある景観の維持・創出に努めます。
◆宅地開発等においては、既存の緑や景観へ配慮するとともに、良好な都市空間の創出に努め

ます。

③災害に強い市街地形成の推進
◆広幅員道路や境川、柏尾川沿川における建物不燃化等により延焼遮断帯の強化を推進します。
◆境川における治水対策を促進するとともに、滝川の治水対策や市街地の安全・安心を高める公

園整備を推進します。
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都市拠点

地区拠点

低層住宅専用ゾーン

中高層住宅専用ゾーン

一般住宅ゾーン

集落地ゾーン

田園ゾーン

遊水地ゾーン

文化・教育・公共施設ゾーン

商業・業務ゾーン

地域型商業ゾーン

沿道型商業ゾーン

工業住宅複合ゾーン

工業ゾーン

新産業ゾーン

緑地等ゾーン

学校（小、中、高、大学）

港湾

鉄（軌）道

自動車専用道路

主要幹線道路

幹線道路

補助幹線道路

（実線：整備済）

（点線：未整備・概整）

歩行者自転車専用道路

都市計画公園
（整備済(一部整備済含む)）

都市計画公園（未整備）

緑の保全拠点

都市農業交流拠点

市街地検討エリア

13地区

新たな公共交通（構想）

 ( 円　:構想）

水と緑のネットワーク
海上交通

公共施設

村岡地区将来構想図

0 500 1,000メートル
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FUJISAWA AREA

藤沢地区構想

5
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　本地区は、藤沢駅北口を中心に広がる商業業務地と住宅地等により構成されており、地区内

には、藤沢駅、藤沢本町駅があり、藤沢駅は鉄道3線が結節するターミナルとして利便性の高い

場所であるとともに、歴史・文化や自然資源にも恵まれた地区です。

　藤沢地区には、遊行寺を中心とした門前町や17世紀に開かれた東海道の宿場である旧藤沢

宿等があり、本市の中心として歴史文化を育んできていました。一方で、1887年（明治20年）に

藤沢駅が開業し藤沢駅北口に市役所等の行政施設や百貨店等が集積したことで賑わいの中心

が移り、藤沢駅周辺が湘南地域の広域拠点の役割も担うようになりました。

　地区の多くは、自然発生的な住宅地、あるいは商業・業務等との混在地で形成されておりま

すが、一部、土地区画整理事業により創出された戸建住宅地や集合住宅地もあります。

　道路環境では通過交通が地区内に流入し、特に藤沢駅周辺へ集中する道路ネットワーク等

により、道路交通の効率悪化や、歩行者等の危険性が増しています。

　藤沢駅周辺は一時期より拠点性や活力が弱まりつつありますが、藤沢駅北口通り線の整備

を中心とした北口駅前地区の整備や、市役所の建替え・更新等の建物・機能更新等を契機に、

地区全体の活性化へとつながるまちづくりが期待されています。

　また、老朽化が進む地区拠点について、より拠点性を高めた整備について周辺のまちづくり

と併せて進めています。

現況1

藤沢地区

現況と課題
5
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◆自然発生的な市街地が多く、良好な居住環境の維持・充実が求められるとともに、浸水危険が

ある地域もあることから、災害に強いまちづくりへの取組が重要となります。また、身近な公園

整備と併せ、斜面緑地等の残されている緑の保全への取組が求められています。

◆藤沢駅を中心に、3路線の鉄道が結節し多くのバスが発着するターミナル機能を有していると

ともに、業務車輌や通過交通、送迎自家用車等が集中し、さらに徒歩や自転車での駅及び周辺

利用等、多様な交通手段が輻輳しています。安心して藤沢駅周辺を訪れ、利用できるよう、交通

環境の整理、充実が必要です。

◆藤沢駅周辺では都心部としての活気の低下傾向が見られ、また近年では商業地域内に高層マン

ションが立地する等用途混在が進みつつある中、藤沢北口駅前地区整備事業や藤沢駅周辺の

再整備構想等と連携しながら、商業地域を中心に地区全体の活力向上に向けた取組が求めら

れています。

◆藤沢駅や藤沢本町駅周辺、旧藤沢宿、また整備が進められている公共施設等の回遊性を持った

まちづくりが求められています。

◆旧宿場町の街なみ等が年々消失しています。貴重な歴史・文化資源であるとともに、観光・交

流資源、地区のアイデンティティの役割を担っており、その保全・活用に向けた取組が期待さ

れます。

都市づくり上の課題2
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S60 H7 H17 H27

全体（人） 36,768 39,123 41,476 44,531 

増加率（％） 6.4 6.0 7.4

人口密度
（人 /k㎡） 7,823 8,324 8,825 9,383 

世帯数 13,318 15,939 18,413 20,402 

増加率（％） 19.7 15.5 10.8

世帯規模（人） 2.76 2.45 2.25 2.18 

人口の状況 資料：国勢調査

9.8 

71.2

19.0

13.3

73.0

13.7 

17.6

69.7

12.7

22.8

64.3

12.9

23.4

63.0 

13.6
0

20

40

60

80

100

藤沢市
（Ｈ27）

H27H17H7S60

（%）

■ 0～14歳　　■ 15～64歳　　■ 65歳以上

年齢三区分構成比の推移
資料：国勢調査

［地区面積／452.3ha］

3% 6% 3% 42% 5% 17% 3% 5% 14%

2% 6% 3% 42% 4% 17% 2% 5% 16%

1% 1%

1% 1%

（%）
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

H27

H17

資料：都市計画基礎調査

■ 農地　　  ■ 山林　　　　　  ■ 河川、水面等　  ■ 海浜・河川敷等
■ 住宅用地  ■ 商業・業務用地  ■ 工業・流通用地  ■ 公共用地
■ 公共空地  ■ その他空地　　  ■ 道路用地

・住宅地が地区全体の約4割と最も多く占めています。
・本地区の特徴として、公共用地が17％、商業・業務地が4％占めていることがあげられます。
・山林等の自然的土地利用は約1割となっています。

土地利用構成割合の推移

               4.62%

              4.25%

             3.99%

             4.07%

                 5.08%

                     6.08%

                       6.82%

                           7.68%

                              8.59%

                            8.04%

                        6.91%

                  5.44%

                  5.52%

                       6.68%

                  5.27%

              4.41%

          3.46%

     1.95%

  0.77%

0.22%

0.03%

0.09%

0 5 10 15（%）

（歳）
不詳

100以上

95～99

90～94

85～89

80～84

75～79

70～74

65～69

60～64

55～59

50～54

45～49

40～44

35～39

30～34

25～29

20～24

15～19

10～14

5～9

0～4

■ 藤沢市
■ 藤沢地区
資料：国勢調査

年齢別人口の構成（平成27年）

※グラフ中の数値は四捨五入を用いているため、合計が100%にならない場合があります地区の指標3

藤沢地区5
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資料：都市計画基礎調査

平成27年自然的土地利用 平成17年から平成27年に都市的土地利用へ転換*
都市計画公園・緑地（計画） 都市計画公園・緑地・墓園（供用開始済み） 
都市計画公園・緑地（事業中） 河川 地区区分

*土地利用現況については、都市計画基礎調査の項目変更等により、実際の土地利用の変更の有無にかかわらず、土地利用転換があったものと見なされる場合があります。

0 500 1000m

水・緑の状況

緑地減少の状況（H17→H27）

整備済 概成 未整備 国道・県道
都市計画区域 市街化区域 地区区分 道路構想

1

0 500 1000m

1

道路・鉄軌道の状況

都市計画道路の進捗状況 ・都市計画道路とその他の道路によ

り地区の骨格となる道路網形成を

めざしています。

・都市計画道路においては、部分的

に未整備な路線があり、藤沢石川

線が事業中です。

・国道1号線南側や境川沿い等

の斜面に緑地が部分的に残さ

れており、伊勢山緑地、御所ヶ

谷公園・緑地、翠ヶ丘公園等と

して保全されているものもあり

ますが、西富の辺りを中心に、

少しずつ消失しています。

・一部の都市計画公園・緑地が

未整備となっています。
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地区の将来像

　これまで育んできた歴史・文化・自然を身近に感じながら、利便性と活気、あるいは暮らしや

すさ等多様性を持った地区形成をめざします。

　藤沢駅周辺、藤沢本町駅周辺の拠点性を高め、商店街や遊行寺・旧藤沢宿等、地区全体に賑

わいや交流が育まれるような、回遊性と広がりを持ったまちづくりをめざします。

　中心市街地との近接性等による暮らしやすさを享受しながら、安全・安心でゆとりのある居

住環境の形成を進めます。

　近隣との調和・配慮を図りながら、藤沢駅周辺や、商業・業務地、住宅地等それぞれのゾーン

にふさわしい良好な街なみ形成をめざします。

歴史と文化が息づく、湘南藤沢の都心部拠点

土地利用
①賑わいと、歴史・文化が共存する、都心にふさわしい拠点の維持・再生

◆本市の都心としての質を保ちながら、活力と交流のある拠点形成を進めます。
◆既存の都市サービス機能やまちづくりに関するプロジェクト、遊行寺・旧藤沢宿の歴史文化財

等、様々な都市機能や地域資源等を連携・活用しながら、一体感を持った拠点形成をめざします。
◆藤沢駅周辺では、南北自由通路の拡幅やそれに伴う駅の改良、駅前広場の再整備・充実ととも

に、駅周辺街区における広域商業・サービス、行政、業務、交流機能等の更新・強化を進め、都心
にふさわしい質の高い空間形成をめざします。都心居住については適切に誘導します。

◆建物更新の時期を迎えている公共公益施設や大規模な民間建物等については、周辺の活力維
持・向上に資する機能・土地利用を誘導します。

②安全で良好な居住環境の保全・向上
◆地区にふさわしい土地利用や建物、緑化等を誘導するまちづくりルール等により、質の高い居

住環境の維持・改善を図ります。
◆狭隘道路の解消や行き止まり道路を増やさない、避難地となる公園整備、ブロック塀の改修

等、安全・安心の向上を図ります。
◆低層住宅地と近接する場所では、建物高さや景観等、周囲に調和、配慮した更新・転換を促進

します。
◆良好な低層住宅地の維持に向け、必要に応じた規制見直しや地区計画等を検討します。

交通
①移動しやすい交通環境づくり

◆藤沢駅について、ユニバーサルデザインによる南北自由通路の拡幅や駅前広場の改良を進め
るとともに、駅改良を促進します。

◆藤沢駅周辺におけるユニバーサルデザインによる空間整備や、歩行・自転車・バス等様々な交通
手段で安心して駅及び駅周辺に来街できるアクセス、輻輳する交通環境の改善を推進します。

まちづくりの基本方針

藤沢地区5

100 Fujisawa Urban Master Plan



序
　
章

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

資
料
編

◆藤沢本町駅周辺では、バスとの連結強化や駐輪場整備、バリアフリー化等による歩行空間の見
直し等を進め、公共交通の利用促進に努めます。

②円滑なアクセスを支える道路網の整備
◆地区内における交通渋滞、通過交通流入等の解消に向け、横浜湘南道路を整備促進するとと

もに、国道1号藤沢バイパスについては、地域交通の安全性、利便性の向上に向けた改良や自転
車道整備を促進します。

◆藤沢駅周辺における安全で円滑な道路ネットワーク形成に向け、藤沢駅北口南北線等の整備
を進めるとともに、交通規制の総合的な見直しや駐車場整備、歩行者・自転車等との共存のあ
り方等を検討します。

◆地区内外の円滑なアクセスを支えるため、藤沢石川線の整備を推進します。

③歩いて楽しいみちづくり
◆藤沢駅北口や藤沢本町駅から、商店街や遊行寺・旧藤沢宿、公共施設等を、楽しみながら安全

に回遊できる生活道路等のみちづくりを図ります。

水・緑
①都心部に残る貴重な緑の保全とネットワークづくり

◆伊勢山緑地、御所ヶ谷緑地等の斜面緑地や社寺林等の歴史・文化のかおる緑地の保全を図り
ます。

◆河川沿いでは、市民と連携しながら公共空間や民有地における緑化を進め、水と緑の帯の形成
をめざします。

◆歩いていける身近な公園の整備を推進します。

②建物建築等と併せた緑の創出促進
◆新たな建物や街区整備等における緑地空間の創出とともに、中心市街地等では多くの人々が

緑を楽しめるような配置を誘導します。
◆建物や宅地の緑化とともに、商店街や街なみを単位とした緑化への取組を促進します。

景観・防災・都市づくり等
①命と財産を災害から守るまちづくりの推進

◆広幅員道路や河川沿いの延焼遮断帯の形成に向けて、沿道建物の不燃化や街路樹整備等を推
進します。

◆円滑な避難や救援を実現するため、狭隘道路等の解消や生活道路の整備・改善を推進します。
◆境川、引地川における治水対策を促進するとともに、下水道整備等による浸水対策を推進しま

す。

②由緒ある歴史・文化を受け継ぎ、新たな魅力と文化を育むまちづくり
◆歴史・文化資源等の保全・活用等によるまちの魅力・文化づくりとともに、景観形成を図ります。
◆多くの交流・賑わいにより育んだ地区特性の継承に向け、藤沢駅や藤沢本町駅、遊行寺・旧藤

沢宿等を回遊したくなるネットワークを形成します。

③藤沢駅周辺の活性化に向けた都市整備の検討
◆都心部におけるまちづくりの方向性について、多様な主体と共有化を図り、緩やかな連携のも

と、都市機能更新や交通環境の改善等の活性化策を、南北一体となり総合的かつ戦略的に進
めます。

101Fujisawa Urban Master Plan



序
　
章

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

資
料
編

都市拠点

地区拠点

低層住宅専用ゾーン

中高層住宅専用ゾーン

一般住宅ゾーン

集落地ゾーン

田園ゾーン

遊水地ゾーン

文化・教育・公共施設ゾーン

商業・業務ゾーン

地域型商業ゾーン

沿道型商業ゾーン

工業住宅複合ゾーン

工業ゾーン

新産業ゾーン

緑地等ゾーン

学校（小、中、高、大学）

港湾

鉄（軌）道

自動車専用道路

主要幹線道路

幹線道路

補助幹線道路

（実線：整備済）

（点線：未整備・概整）

歩行者自転車専用道路

都市計画公園
（整備済(一部整備済含む)）

都市計画公園（未整備）

緑の保全拠点

都市農業交流拠点

市街地検討エリア

13地区

新たな公共交通（構想）

 ( 円　:構想）

水と緑のネットワーク
海上交通

公共施設

藤沢地区将来構想図

0 500 1,000メートル
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MEIJI AREA

明治地区構想

6
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　明治地区は、江戸時代までは東海道と大山街道の交通結節点として賑わい、明治時代に入る

と国道1号線、東海道本線という国土幹線の整備、辻堂駅の設置等、古くから交通の要衝として

発展してきた地区です。現在では、辻堂駅を中心に、本市西部・北部や茅ヶ崎市域等への交通結

節点の機能も有しています。現在、横浜湘南道路（首都圏中央連絡自動車道の一部）の建設が

進行しています。

　地区東側には引地川が流れ、北側には城南の斜面緑地があり、ランドマークとなる緑が形成

されています。

　住宅地としては、旧道沿いに集落が形成されていましたが、高度成長期に辻堂新町や羽鳥を

中心に急激に住宅地開発が進み、戸建住宅や社宅等の集合住宅等が建設されました。小規模

な宅地開発の連続により、行き止まり道路や狭隘道路等防災上の課題を有しています。

　商業地として、新町通りを中心に商店街が形成されていますが、地区東部の大型ショッピン

グモールの進出による交通環境の悪化、地域商業の活力低下が発生しています。

　辻堂駅前では戦前から工場が立地し、昭和30年代以降には東海道本線沿線に誘致した工場

等により産業ゾーンが形成されましたが、近年、工場撤退による土地利用転換が進みつつあり

ます。

　そのうち辻堂駅前は、「湘南Ｃ－Ｘ地区」の都市再生事業により新たに都市拠点を再創出する

ことになりました。広域連携機能や複合都市機能等を計画的に誘導・集積することとなり、本

市の顔でもあり、地区への新たな活力・交流創出が期待されています。

現況1

明治地区

現況と課題
6
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H13 H27

◆自然発生的に宅地化した住宅地では、防災性向上への取組が求められます。

◆国道1号線沿いの第一種住居地域、第二種住居地域では、戸建住宅と集合住宅等の混在や狭小

宅地の増加等の問題を抱えており、良好な居住環境の維持・創出に向けた検討が必要です。ま

た、社宅跡地等の大規模な土地利用更新時には、周辺環境との調和等を考えた土地利用を検討

することが期待されます。

◆ＪＲ東海道本線沿いは、本市において重要な産業ゾーンの1つであり、産業系の土地利用の維

持・存続に向けた取組が必要です。

◆湘南Ｃ－Ｘ地区での拠点整備を活かして、地区全体の暮らしやすさを高めることが期待されて

います。また、新たな公共交通システムの導入等が見込まれる中、市内外からの交通結節点とし

ての充実も求められます。

◆ＪＲを南北に横断する動線が容量的に不足していることから、藤沢厚木線の整備が期待されま

す。また、横浜湘南道路の整備に際し、居住環境への配慮が求められます。

◆城南特別緑地保全地区や引地川緑地等の保全と併せ、周辺に残されている緑等と一体的に

なった緑の拠点形成が期待されます。

都市づくり上の課題2
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S60 H7 H17 H27

全体（人） 20,586 23,890 25,177 28,600 

増加率（％） 16.0 5.4 13.6

人口密度
（人 /k㎡） 7,050 8,182 8,622 9,396 

世帯数 6,941 8,902 9,983 11,839 

増加率（％） 28.3 12.1 18.6

世帯規模（人） 2.97 2.68 2.52 2.42 

人口の状況 資料：国勢調査

7.3

71.0 

21.7

10.6

72.7 

16.8

15.3

69.6

15.1

20.6

64.5
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100

藤沢市
（Ｈ27）

H27H17H7S60

（%）

■ 0～14歳　　■ 15～64歳　　■ 65歳以上

年齢三区分構成比の推移
資料：国勢調査

［地区面積／369.8ha］

6% 2% 36% 8% 4% 4% 23% 13%

5% 2% 36% 10% 4% 5%  20% 17%

1% 1%

1%

1%

1%
1%

（%）
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H27
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資料：都市計画基礎調査

■ 農地　　  ■ 山林　　　　　  ■ 河川、水面等　  ■ 海浜・河川敷等
■ 住宅用地  ■ 商業・業務用地  ■ 工業・流通用地  ■ 公共用地
■ 公共空地  ■ その他空地　　  ■ 道路用地

・平成17年から10年の間では、湘南C-Xの土地利用が進んだことで、その他空地が減少し、
　商業・業務地、道路用地が増えています。
・農地等の自然的土地利用は、地区全体の1割程度となっています。

土地利用構成割合の推移

                 5.29%

                5.04%

              4.57%

              4.57%

               4.80%

                 5.27%

                      6.64%

                            8.12%

                                9.14%

                           7.86%

                       6.74%

                   5.66%

                   5.63%

                     6.24%

                4.84%

            3.93%

        2.93%

    1.77%

 0.73%

0.16%

0.02%

0.03%
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（歳）
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100以上
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60～64

55～59

50～54

45～49

40～44

35～39

30～34

25～29

20～24

15～19

10～14

5～9

0～4

■ 藤沢市
■ 明治地区
資料：国勢調査

年齢別人口の構成（平成27年）

※グラフ中の数値は四捨五入を用いているため、合計が100%にならない場合があります地区の指標3

明治地区6
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資料：都市計画基礎調査

平成27年自然的土地利用 平成17年から平成27年に都市的土地利用へ転換*
都市計画公園・緑地（計画） 都市計画公園・緑地・墓園（供用開始済み） 
都市計画公園・緑地（事業中） 河川 地区区分

*土地利用現況については、都市計画基礎調査の項目変更等により、実際の土地利用の変更の有無にかかわらず、土地利用転換があったものと見なされる場合があります。

0 500 1000m

水・緑の状況

緑地減少の状況（H17→H27）

整備済 概成 未整備 国道・県道
都市計画区域 市街化区域 地区区分 道路構想

1

1

0 500 1000m

1

道路・鉄軌道の状況

都市計画道路の進捗状況 ･辻堂神台一丁目地区土地区画整理

事業で都市計画道路整備を行った

ため、地区内では藤沢厚木線のみ

が未整備となっています。

・地区北側は城南の緑地が台地状に

広がり、斜面緑地部分は城南特別

緑地保全地区に指定され、保全し

ています。

・地区東側の引地川及び沿岸部は、

引地川緑地に指定されています。

・部分的に自然発生的な市街地があ

るため、未整備の都市計画公園が

あります。
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地区の将来像

明るく楽しい未来を創るまち、めいじ

　新しい都市拠点と既存の商店街が共存し、住む人、働く人が暮らしやすく、楽しめる地区を

形成します。

　新たに生まれ変わる辻堂駅周辺を中心に交通結節点としての機能を強化することで、様々な

交流を育むとともに、住民の活発な地区内外への移動や交流をめざします。

　城南の斜面緑地や引地川沿いの緑地等骨格をなす水と緑に囲まれた良好な居住環境ととも

に、広域的な商業やサービス機能、昔ながらの商店街が身近にある、暮らしやすく、利便性の高

い住宅地の形成を図ります。

　また、東海道本線沿線や湘南Ｃ－Ｘ等において、地区の活力と新たな交流を育む産業機能の

維持・創出を図ります。

土地利用
①湘南Ｃ－Ｘと商店街が連携した地区拠点づくり

◆湘南Ｃ－Ｘにおいては、広域連携機能や複合都市機能等多様な機能を持つ都市拠点を形成し
ます。

◆本市の西のゲートにふさわしい活気のある、住民にとって親しみのある都市空間の創造をめざ
します。

◆住民の暮らしやすさを高めるために、湘南Ｃ－Ｘ等の広域的な商業地と既存の商業地の機能
分担・連携を図ります。

②安心して暮らせる良好な居住環境の維持・向上
◆自然発生的に形成された住宅地では、狭隘道路の解消や行き止まり道路を増やさない、生活

道路・公園の整備等、居住環境の向上を図ります。
◆計画的に整備された住宅地では、良好な居住環境の維持に向け、住民主体のまちづくりのルー

ル等を検討します。
◆ＮＴＴ社宅跡地等の大規模な建物・土地利用更新時や、新たな集合住宅の建築時には、周辺環

境との調和・配慮・連携を図りながら、緑とゆとりのある環境の形成を促進します。

③地区の活力となる工業系土地利用の維持
◆湘南Ｃ－Ｘでは、研究開発・業務機能等を集積した産業地として維持します。
◆東海道本線沿いでは、工業系を中心とした産業機能の維持・更新を図ります。

④引地川沿いの農地の維持・保全
◆市街化調整区域の農地の維持・保全に努めます。

まちづくりの基本方針

明治地区6
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交通
①ユニバーサルデザインによる交通結節点づくり

◆辻堂駅を中心に、誰もが鉄道、バス、自転車、歩行等多様な交通手段を快適に利用できる交通
結節点を形成・充実します。

◆本市西部や西北部等との連携強化に向けた公共交通の充実を検討します。
◆歩行者や自転車の利用者が安心して快適に移動できるように、交通管理等も伴いながら交通

環境の改善・充実を図ります。

②広域幹線道路整備と地区内道路網の充実
◆広域幹線道路である横浜湘南道路の早期完成と藤沢厚木線の整備に向けた検討を促進します。
◆辻堂地区での大規模土地利用転換と併せ、周辺の交通環境向上につながる道路の実現に向け

て検討します。

③安心して暮らせる生活道路網の充実
◆広域幹線道路整備による地域分断の解消や交通安全対策を検討します。
◆身近な道路環境の向上をめざし、地区の幹線道路に連絡する主要な生活道路等の整備を図り

ます。

水・緑
①地区の緑の核となる城南の斜面緑地、引地川、湘南Ｃ－Ｘ等の維持・充実

◆城南の斜面緑地等の樹林および引地川沿いの緑地、市街地に残るまとまった樹林地等の維
持・保全を努めます。

◆湘南Ｃ－Ｘでは、高木並木等が配された道路や神台公園等の維持・充実を図ります。
◆新たな建築、土地利用転換の際には、屋上緑化や敷地内緑化を促進します。

②地区の身近な憩い・交流の場となる公園・広場の確保と整備の推進
◆歩いていける身近な公園の整備を推進します。
◆住宅地の緑の維持・充実を、住民と連携しながら図ります。

景観・防災・都市づくり等
①周辺地域との調和した土地利用・建物更新の促進

◆大規模な土地利用転換時には、地域の交通環境や地域コミュニティの維持、周辺の土地利用
との調和、眺望に配慮した建築物の高さの抑制等、地域のまちづくりと連携した取組を図り
ます。

②湘南Ｃ－Ｘを中心とした景観づくり
◆新たに創出する湘南Ｃ－Ｘでは、景観計画に則り質の高い都市空間・景観の形成を進めるとと

もに、周辺と連携・調和する景観を形成します。
◆城南の斜面緑地等の自然資源や古い民家等の歴史文化的資源により形成される景観の維持・

保全を図ります。

③災害に備えた都市づくりの推進
◆安全に避難ができるよう、一時避難場所となる公園・広場の確保とともに、ブロック塀の改修、

建物の不燃化を促進します。
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都市拠点

地区拠点

低層住宅専用ゾーン

中高層住宅専用ゾーン

一般住宅ゾーン

集落地ゾーン

田園ゾーン

遊水地ゾーン

文化・教育・公共施設ゾーン

商業・業務ゾーン

地域型商業ゾーン

沿道型商業ゾーン

工業住宅複合ゾーン

工業ゾーン

新産業ゾーン

緑地等ゾーン

学校（小、中、高、大学）

港湾

鉄（軌）道

自動車専用道路

主要幹線道路

幹線道路

補助幹線道路

（実線：整備済）

（点線：未整備・概整）

歩行者自転車専用道路

都市計画公園
（整備済(一部整備済含む)）

都市計画公園（未整備）

緑の保全拠点

都市農業交流拠点

市街地検討エリア

13地区

新たな公共交通（構想）

 ( 円　:構想）

水と緑のネットワーク
海上交通

公共施設

明治地区将来構想図

0 500 1,000メートル
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¯¯SHONANOBA AREA

湘南大庭地区構想
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　湘南大庭地区は、相模野台地、高座丘陵の南端に属した緩やかな起伏に富む丘陵地で、東境

には引地川に沿って水田地帯が広がり、西境には茅ヶ崎市の緑と隣接する自然の豊かな場所で

す。また、大庭城址をはじめ歴史的文化財が点在しています。

　昭和40年代、急激な人口増加に伴う無秩序な市街化を防ぐため、すぐれた緑地資源と変化

に富む自然条件を活かした緑豊かな住宅地の開発を、また農業環境の保全･整備を目的として

｢都市と農業の調和するまち湘南ライフタウン｣の総合的まちづくりを行いました。住宅地にお

いては、豊富な緑地資源を活かし、オープンなコミュニティづくりをめざして中央けやき通り沿

いに商業施設を、中心部に中高層系住宅を、外側に向かって低層系住宅を配置しています。集

約化された農地は徐々に開発され、住宅地と混在しています。

　公園・緑は、大庭城址公園をはじめとする都市公園が計画的に配置され、街の所々にある歩

行者専用道路には街路樹が充実し、緑豊かな居住環境が形成されています。

　道路は、生活道路に通過交通が入らない等機能別に配置されています。辻堂駅、湘南台駅、

藤沢駅等に連絡するバス網が中央けやき通りを中心に形成されています。

　人口構成の特徴は昭和50〜60年の間に住み始めた人々とその子供の世代が多いことであ

り、急激な高齢化により市内でも高齢化率が高い地区となっています。

現況1

湘南大庭地区

現況と課題
7
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◆当初の総合的まちづくりの考え方を継承しながら、今後も良好な居住環境が維持、形成できる

ような取組が必要です。未利用地や農地等の新たな土地利用においても既存の周辺環境と調

和するような取組が求められます。

◆辻堂駅や湘南台駅への交通利便性の高さ、開発計画時に盛り込まれているコミュニティ活動

拠点や地区中心商業地、公園等に支えられた良好な居住環境を維持・保全する取組が求めら

れます。

◆急激な高齢化に対応するために、起伏の多い地形や歩道の安全性の確保あるいは向上への取

組が必要です。

◆既存建築物の老朽化に対応した維持、改修等をとおして、高齢者等が安全、安心に生活できる

環境形成や地域コミュニティの活性化なども含めた総合的な取組が求められます。

◆充実した地域コミュニティ機能が育まれ、地区内外の人々が交流し連携できるように、まちの中

心部である中央けやき通りを、機能上、生活上、景観上より魅力あるものに育てる取組が求めら

れます。

◆居住環境の豊かさを支える充実した街路樹や公園の樹木、街区を構成する農地を、適正に維

持、管理する取組が求められます。

都市づくり上の課題2

113Fujisawa Urban Master Plan



序
　
章

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

資
料
編

S60 H7 H17 H27

全体（人） 25,811 31,602 31,685 32,221 

増加率（％） 22.4 0.3 1.7

人口密度
（人 /k㎡） 5,002 6,124 6,141 6,435 

世帯数 6,875 9,677 11,260 12,649 

増加率（％） 40.8 16.4 12.3

世帯規模（人） 3.75 3.27 2.81 2.55 

人口の状況 資料：国勢調査
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藤沢市
（Ｈ27）

H27H17H7S60

（%）

■ 0～14歳　　■ 15～64歳　　■ 65歳以上

年齢三区分構成比の推移
資料：国勢調査

［地区面積／438.0ha］

10% 2% 2% 32% 3% 16% 10% 6% 19%

8% 2% 2% 35% 3% 15% 10% 4% 20%

1%

1%

（%）
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H27
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資料：都市計画基礎調査

■ 農地　　  ■ 山林　　　　　  ■ 河川、水面等　  ■ 海浜・河川敷等
■ 住宅用地  ■ 商業・業務用地  ■ 工業・流通用地  ■ 公共用地
■ 公共空地  ■ その他空地　　  ■ 道路用地

・最も多いのが住宅地で、地区の35％を占めています。
・平成17年から10年の間では、土地利用構成では大きな変化はありませんでした。
・農地等の自然的土地利用は、13％となっています。

土地利用構成割合の推移
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                4.87%

                4.86%
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■ 藤沢市
■ 湘南大庭地区
資料：国勢調査

年齢別人口の構成（平成27年）

※グラフ中の数値は四捨五入を用いているため、合計が100%にならない場合があります地区の指標3

湘南大庭地区7
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資料：都市計画基礎調査

平成27年自然的土地利用 平成17年から平成27年に都市的土地利用へ転換*
都市計画公園・緑地（計画） 都市計画公園・緑地・墓園（供用開始済み） 
都市計画公園・緑地（事業中） 河川 地区区分

*土地利用現況については、都市計画基礎調査の項目変更等により、実際の土地利用の変更の有無にかかわらず、土地利用転換があったものと見なされる場合があります。

0 500 1000m
0 500 1000m

水・緑の状況

緑地減少の状況（H17→H27）

整備済 概成 未整備 国道・県道
都市計画区域 市街化区域 地区区分 道路構想

1

1

0 500 1000m

1

1

道路・鉄軌道の状況

都市計画道路の進捗状況 ・中央部を南北に縦貫する辻堂駅遠

藤線（中央けやき通り）を交通軸と

し、南はＪＲ辻堂駅に、北は小田急湘

南台駅と慶應義塾大学を結ぶ東西

軸である高倉遠藤線、遠藤宮原線に

接続しています。

・中央けやき通り沿いにバス路線が集

中しています。非常に多く運行して

いるＪＲ辻堂駅を結ぶ路線バスや小

田急湘南台駅を結ぶ路線バス等に

より、利便性が高くなっています。

・開発当初より一体的なまちづくりを

行っているため、都市計画道路の整

備はほぼ完了しています。

・緑豊かな丘陵地には大庭城址公園、

東境には引地川沿いに水田や親水

公園等の緑地、西境には大庭台墓園

や茅ヶ崎市の緑に隣接する自然豊か

な地区です。

・都市公園の整備水準が高く、街区に

は街路樹が整備された歩行者専用

道路が数多く配置されています。

・農地が都市的土地利用に転換してい

るケースが多く見受けられます。

・未整備の都市計画公園はありません。

115Fujisawa Urban Master Plan



序
　
章

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

資
料
編

地区の将来像

　当初の開発計画に従い今日まで形成されてきた質の高い生活環境の維持・保全、更なる質の

向上を図るため、市民が主体となったまちづくりを推進します。

　地域コミュニティ活動の核となる湘南大庭市民センター周辺や、中央けやき通り沿いの大規

模商業施設や様々な生活支援施設の集積を維持・充実させるとともに、辻堂駅、湘南台駅等の

都市拠点に向けたバス交通等の公共交通の充実により、快適で暮らしやすい生活環境の形成

をめざします。

　湘南ライフタウンで創出された緑や、維持・保全されている農地や自然環境等との調和によ

り、住民が憩い、愛着のもてる都市空間を形成し、住み続けたいまちをめざします。

住みたい　住み続けたいまち　湘南大庭

土地利用
①良好な居住環境の維持・形成

◆低層住宅地では、良好な居住環境の維持・保全に向け、住民主体のまちづくりのルール等を検
討します。

◆中高層住宅地では、緑豊かでゆとりある居住環境の維持・充実を図ります。
◆南部の集落地では、緑豊かな居住環境の維持・保全に努めます。
◆災害時や緊急時に備えるため、ブロック塀の改修等、安全・安心の向上を図ります。

②中央けやき　通りにおける活気の維持・充実
◆生活を支える施設が集積する中央けやき通りにおける活力の維持・充実をめざします。
◆湘南大庭市民センター周辺では、地域コミュニティ機能の強化を図ります。
◆南北に配置された大規模商業機能をはじめとする生活サービス機能の維持・充実を図ります。

交通
①地域間及び地域内の容易な連絡を可能とする公共交通の維持・充実

◆住民の高い利便性を維持するために、また地区内外の人々が交流し連携するために、辻堂駅、
湘南台駅、藤沢駅等各都市拠点へ向けたバス交通網の維持・充実を図ります。

◆辻堂駅より西北部方面へむかう新たな交通システム導入について研究します。
◆子どもから高齢者まで、住民が移動しやすい地域内の交通手段や歩行環境のあり方を検討し

ます。

②安心して移動できるみちづくり
◆歩行者や自転車等で安心して移動できるよう、歩行空間のバリアフリー化や維持・管理等に努

めます。

まちづくりの基本方針

湘南大庭地区7
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水・緑
①居住環境の豊かさを支える緑や水の適切な維持・管理

◆街路樹や公園の樹木等、地区内にある緑について、住民参加による緑の管理、育成を促進し、
適正な維持、管理を図ります。

②引地川緑地ゾーン等の緑の維持・保全
◆引地川沿いに広がる斜面緑地や農地、大庭城址公園等のまとまりのある緑や、南部の市街化

調整区域に広がる農地等の緑の維持・保全を図ります。

景観・防災・都市づくり等
①湘南ライフタウンにふさわしい景観の維持、形成 

◆起伏に富む地区にひろがる斜面地や引地川緑地等とともに、街路樹や公園と住宅地等、開発当
初より育まれた良好な景観・風景の維持・保全を図ります。

◆中央けやき通り沿い等における建替や新たな開発においても、地域の景観との調和を図ります。

②高齢化に対応したまちづくりの推進
◆住民の安全で快適な生活を維持・充実するために、既存の道路や公園等を適切に維持・管理し

ます。
◆住民の地域交流や地区内外の様々な世代の人々の交流を拡げるために、公共施設の機能拡充

や有効活用を図ります。
◆住民が利便性の高い生活を維持・充実するために、商業機能の維持・充実を図ります。
◆急激に高齢化が進んだ湘南ライフタウンにおける地域コミュニティのあり方や団地再生など

の総合的な住宅施策について、検討します。
◆まちの活力を維持するために、若い世代が住みたくなる都市環境のあり方を検討します。
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都市拠点

地区拠点

低層住宅専用ゾーン

中高層住宅専用ゾーン

一般住宅ゾーン

集落地ゾーン

田園ゾーン

遊水地ゾーン

文化・教育・公共施設ゾーン

商業・業務ゾーン

地域型商業ゾーン

沿道型商業ゾーン

工業住宅複合ゾーン

工業ゾーン

新産業ゾーン

緑地等ゾーン

学校（小、中、高、大学）

港湾

鉄（軌）道

自動車専用道路

主要幹線道路

幹線道路

補助幹線道路

（実線：整備済）

（点線：未整備・概整）

歩行者自転車専用道路

都市計画公園
（整備済(一部整備済含む)）

都市計画公園（未整備）

緑の保全拠点

都市農業交流拠点

市街地検討エリア

13地区

新たな公共交通（構想）

 ( 円　:構想）

水と緑のネットワーク
海上交通

公共施設

湘南大庭地区将来構想図

0 500 1,000メートル
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ZENGYO AREA

善行地区構想

8

¯
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　善行地区は、西に引地川、中央に白旗川、東に境川が流れていることから坂が多い地形となっ

ており、1960年（昭和35年）に小田急電鉄江ノ島線善行駅が開設されるまでは、傾斜地は山

林、白旗川の谷筋は水田と集落という土地利用状況でした。

　駅開設後、1964年（昭和39年）に荏原製作所が現在の位置に立地して以降、土地区画整理

事業や民間の大規模な宅地開発、大規模な団地、駅前には県の総合スポーツ施設が立地し、善

行地区のまちの基盤が形づくられました。近年では、善行坂の工業地域に指定されている斜面

地でマンション建設が進んでいます。また、昭和40年代等に建設された団地等が建物・機能更

新の時期を迎えつつあります。

　石川丸山緑地及びその東側では、農地と山林が広がり、本市の南部と北部の市街地を分ける

緑の帯となっています。市街地周辺の傾斜地山林は緑の景観を形成し、住宅地に潤いを与えて

います。

　河川、斜面林等恵まれた自然環境に取り囲まれていると同時に、河川の氾濫、崖崩れ等の災

害の危険性を伴っています。残された斜面緑地も開発により徐々に減少してきています。

　地区内では、善行駅と善行団地以外の住宅地を結ぶ公共交通が少ないうえ、坂道が多く、駅

アクセスが不便な地域もあります。

現況1

善行地区

現況と課題
8
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◆高齢者や障がい者が安心して通行できるように、狭隘道路の整備や行き止まり道路の解消等を

図るとともに、坂道の多い地区特性を踏まえたユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの

取組が求められています。

◆第一種中高層住居専用地域は、今後、住宅形態が混在化する可能性もあります。大規模土地利

用転換も含め新たな土地利用や建物の更新に際しては、周辺地域との調和に向けた取組が求

められています。

◆農地や山林の維持・保全や河川とのふれあいと併せた、緑と都市の交流機会の拡充に向けた取

組が求められています。

◆産業系の土地利用の維持が求められています。

◆河川、斜面林等恵まれた自然環境に取り囲まれていると同時に、河川の氾濫、崖崩れの災害の

危険性を伴っているため、地区における防災・減災の向上に向けた都市づくりが必須となってい

ます。

◆地区内の道路ネットワークの見直しと、より円滑な移動を可能にする空間の確保や、移動手段

の充実に向けた取組が求められています。

都市づくり上の課題2
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S60 H7 H17 H27

全体（人） 33,563 37,860 39,323 42,297 

増加率（％） 12.8 3.9 7.6

人口密度
（人 /k㎡） 5,520 6,227 6,468 6,945 

世帯数 10,489 13,844 16,240 17,987 

増加率（％） 32.0 17.3 10.8

世帯規模（人） 3.20 2.73 2.42 2.35 

人口の状況 資料：国勢調査
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年齢三区分構成比の推移
資料：国勢調査

［地区面積／528.7ha］
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資料：都市計画基礎調査

■ 農地　　  ■ 山林　　　　　  ■ 河川、水面等　  ■ 海浜・河川敷等
■ 住宅用地  ■ 商業・業務用地  ■ 工業・流通用地  ■ 公共用地
■ 公共空地  ■ その他空地　　  ■ 道路用地

・農地等の自然的土地利用が地区の約3割を占めています。
・平成17年から10年の間では、土地利用構成では大きな変化はありませんでした。

土地利用構成割合の推移
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資料：国勢調査

年齢別人口の構成（平成27年）

※グラフ中の数値は四捨五入を用いているため、合計が100%にならない場合があります地区の指標3

善行地区8
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資料：都市計画基礎調査

平成27年自然的土地利用 平成17年から平成27年に都市的土地利用へ転換*
都市計画公園・緑地（計画） 都市計画公園・緑地・墓園（供用開始済み） 
都市計画公園・緑地（事業中） 河川 地区区分

*土地利用現況については、都市計画基礎調査の項目変更等により、実際の土地利用の変更の有無にかかわらず、土地利用転換があったものと見なされる場合があります。

0 500 1000m

水・緑の状況

緑地減少の状況（H17→H27）

整備済 概成 未整備 国道・県道
都市計画区域 市街化区域 地区区分 道路構想

1

1

0 500 1000m

1

1

1

道路・鉄軌道の状況

都市計画道路の進捗状況 ・小田急江ノ島線の善行駅が立地し

ています。

・地区間を連絡する都市計画道路に

ついては、地区西側での整備が進

捗しています。

・境川と引地川沿いの斜面緑地は特

別緑地保全地区に指定しています。

・斜面地を中心に緑地が減少してい

ます。

・石川丸山緑地の保全に向けた取組

が進められています。

・未整備の都市計画公園が1箇所あ

ります。
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地区の将来像

　善行のまちには傾斜地山林、農地、河川という多くの自然があり、それらは変化に富んだ緑

の景観をつくりだしています。その豊かな自然と優れた眺望を活かし、緑と水につつまれた閑

静な住宅地をめざします。また、自然と人と文化・歴史、産業等さまざまなまちの要素がうまく

調和し、交流のある地区形成をめざします。

　地区の生活の利便性を高めるために、地区の骨格となる道路や都市公園等の都市基盤の充

実をめざします。更なる高齢化を見据えた身近な生活道路での安全・安心な道づくりや公共交

通の充実、防災まちづくりにより、暮らしやすさと活力を高める地区づくりを進めます。　

みんなが元気で、誰にもやさしい　坂のまち

土地利用
①地区の特徴である丘の地形を活かしながら、安全で良好な居住環境の維持・保全

◆低層住宅を中心とした良好な居住環境は、今後とも周辺との調和を図りながら維持・保全しま
す。

◆安全で良好な居住環境の維持・保全に向け、住民主体のまちづくりのルール等を検討します。
◆建物の混在化を避け、周辺環境と調和した居住環境の維持を図ります。
◆基盤整備が遅れている住宅地では、狭隘道路の解消や行き止まり道路を増やさない、ブロック

塀の改修等、居住環境の改善を図ります。
◆善行団地等では、超高齢社会に対応した充実や建物更新を誘導します。

②善行駅周辺における、地区の暮らしを支える拠点充実
◆地区住民の身近な生活を支えるため、駅前商業地の活性化や生活サービス機能の充実を図り

ます。

③農業生産の場となる農地保全と、集落環境の充実
◆市街化調整区域は、本市の中心的な農業生産の場として位置づけ、農業・農地への需要の高ま

りや多様な農業形態と連携しながら、耕作放棄地や荒廃地等の削減を促進します。
◆集落地の生活の安全性や快適性の向上のため、居住環境の整備を進めます。

④工業系市街地における産業機能の維持充実
◆工業系市街地では、良好な操業環境と産業集積の維持・向上を図ります。

まちづくりの基本方針

善行地区8
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交通
①地区間連携を支える交通ネットワークの形成

◆交通ネットワークの形成に向け、藤沢石川線の整備を推進します。

②善行地区における、安心して利用できる道路空間の改善
◆誰もがアクセスしやすい道路空間の維持・保全を進めます。

③安心して、移動しやすい交通環境の整備
◆高齢者をはじめ、移動することが困難な人でも安心して移動できるよう、身近な公共交通サー

ビスの充実・維持を図ります。

水・緑
①石川丸山緑地や引地川を中心とした緑の拠点づくり

◆引地川親水公園、引地川緑道、引地川特別緑地保全地区等と併せ、引地川周辺に残る農地等の
保全に努めます。

◆石川丸山緑地では都市緑地や特別緑地保全地区等の指定を図り、緑の拠点形成をめざし
ます。

②斜面緑地の維持・保全
◆地区の特徴である傾斜地山林の維持・保全と併せて、市民との協働のもとに適切な管理につい

ても取組を図ります。

③都市公園の整備充実
◆未整備となっている都市計画公園では、見直しを検討し整備を推進します。

④市民の憩いの場となる公園・広場空間の整備
◆斜面地においても、市民の憩いの場として、また災害時の一時避難場所として、公園や広場の

充実を図るとともに、公園用地の確保策を検討します。

景観・防災・都市づくり等
①丘を活かした街なみ、まちづくり

◆地区の特徴である、傾斜地山林を背景とした住宅地の緑の景観を維持していくため、傾斜地山
林の保全を図るだけでなく、傾斜地では、眺めを楽しめる道路や広場の整備を行い、丘を楽し
めるまちづくりをめざします。

②河川における安全・安心の向上
◆白旗川の治水対策を推進するとともに、下水道整備等による浸水対策を推進します。
◆崖崩れの危険箇所の対策を促進します。
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都市拠点

地区拠点

低層住宅専用ゾーン

中高層住宅専用ゾーン

一般住宅ゾーン

集落地ゾーン

田園ゾーン

遊水地ゾーン

文化・教育・公共施設ゾーン

商業・業務ゾーン

地域型商業ゾーン

沿道型商業ゾーン

工業住宅複合ゾーン

工業ゾーン

新産業ゾーン

緑地等ゾーン

学校（小、中、高、大学）

港湾

鉄（軌）道

自動車専用道路

主要幹線道路

幹線道路

補助幹線道路

（実線：整備済）

（点線：未整備・概整）

歩行者自転車専用道路

都市計画公園
（整備済(一部整備済含む)）

都市計画公園（未整備）

緑の保全拠点

都市農業交流拠点

市街地検討エリア

13地区

新たな公共交通（構想）

 ( 円　:構想）

水と緑のネットワーク
海上交通

公共施設

善行地区将来構想図

0 500 1,000メートル

126 Fujisawa Urban Master Plan



序
　
章

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

資
料
編

MUTSUAI AREA

六会地区構想

9
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　六会地区は1942年（昭和17年）に藤沢市に合併し、昭和40年代に土地区画整理事業が行わ

れて以降、住宅地として発展をはじめました。現在では、自然的環境に恵まれた緑豊かな居住

環境を形成しています。引地川、境川、谷戸、湿地、農地等の多くの自然が美しい景観をつくり出

しており、地区の特徴となっています。

　地区南部は市街化調整区域に指定され、引地川と境川を結ぶ緑の帯を形成しています。耕地

面積が広く、本市の中心的な農業生産の場となっていますが、徐々に緑が減少してきています。

　土地区画整理事業が行われた地区以外で、亀井野二本松線の整備が進んでおらず、地区内

の道路網として機能が十分でない状況です。また、六会日大前駅周辺の地区中心部では、踏切

や道路を歩行者や自転車、自動車等が錯綜し、安心して通行できない状況です。北東部では狭

隘道路が多く、また宅地開発等による行き止まり道路が増えています。

　公共交通は、ミニバスの導入による改善も見られますが、六会日大前駅を中心とした地区の

中心部へ移動する手段が不十分な地域が残されています。

　地区内には、日本大学をはじめとする文教施設が多く存しています。

現況1

六会地区

現況と課題
9
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◆六会日大前駅周辺を、地域の中心拠点として、地区の活力を創出し、地区住民の暮らしやすさを

高めることが必要です。駅や市民センター等公共施設の周辺は、歩道や踏切等の歩行者への対

応が十分でないため、超高齢社会における安全な道づくりが求められています。

◆狭隘道路が多い地域や、開発による行き止まり道路が増えている地域では、地区住民がより安

心して生活できるよう、改善に向けて取り組み、より安全なものとし、災害に強いまちづくりが

必要です。

◆地区が東西に広く、小田急線と引地川によって分断されている状況です。東西間の移動の利便

性を高めるため、地区内の重要なネットワーク手段である亀井野二本松線の整備促進を図ると

ともに、南部や東部では六会日大前駅へアクセス性の向上が必要です。

◆地区西部における公共交通の充実が求められています。

◆市街化区域内の農地は、土地利用転換しやすいことから、今後、生産緑地制度の維持・活用や良

好な市街地環境のあり方等の検討が必要です。また、市街化調整区域の農地は本市の中心的な

生産の場として、将来にわたって維持保全が必要です。

◆市街化調整区域に設置された大規模直売施設は本市の農業振興の拠点として位置づけられて

おり、都市と農業との交流の場として維持・活用するとともに周辺農地を今後とも保全すること

が必要です。

◆境川、引地川に挟まれた六会地区では、河川沿いの斜面樹林や河川敷の緑を維持保全するとと

もに、水と緑のネットワーク形成に向けた取組が必要です。

都市づくり上の課題2
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S60 H7 H17 H27

全体（人） 21,840 29,519 33,310 35,679 

増加率（％） 35.2 12.8 7.1

人口密度
（人 /k㎡） 3,025 4,089 4,614 4,961 

世帯数 6,988 11,252 13,581 15,039 

増加率（％） 61.0 20.7 10.7

世帯規模（人） 3.13 2.62 2.45 2.37 

人口の状況 資料：国勢調査
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年齢三区分構成比の推移
資料：国勢調査

［地区面積／745.4ha］
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資料：都市計画基礎調査

■ 農地　　  ■ 山林　　　　　  ■ 河川、水面等　  ■ 海浜・河川敷等
■ 住宅用地  ■ 商業・業務用地  ■ 工業・流通用地  ■ 公共用地
■ 公共空地  ■ その他空地　　  ■ 道路用地

・最も多いのは住宅用地で、地区の29％を占めるとともに、農地を含む自然的土地利用が
　全体の35％となっています。
・平成17年から10年の間で農地等の自然的土地利用が減少し、住宅地が増えています。

土地利用構成割合の推移
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                       6.51%

                 4.88%

                   5.28%

                      6.22%

                   5.36%

              4.15%

        2.50%
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■ 藤沢市
■ 六会地区
資料：国勢調査

年齢別人口の構成（平成27年）

※グラフ中の数値は四捨五入を用いているため、合計が100%にならない場合があります地区の指標3

六会地区9
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資料：都市計画基礎調査

平成27年自然的土地利用 平成17年から平成27年に都市的土地利用へ転換*
都市計画公園・緑地（計画） 都市計画公園・緑地・墓園（供用開始済み） 
都市計画公園・緑地（事業中） 河川 地区区分

*土地利用現況については、都市計画基礎調査の項目変更等により、実際の土地利用の変更の有無にかかわらず、土地利用転換があったものと見なされる場合があります。

0 500 1000m

水・緑の状況

緑地減少の状況（H17→H27）

整備済 概成 未整備 国道・県道
都市計画区域 市街化区域 地区区分 道路構想

1

0 500 1000m

1

1

1

道路・鉄軌道の状況

都市計画道路の進捗状況 ・小田急江ノ島線六会日大前駅が地

区の中心に立地しています。

・都市計画道路のうち、亀井野二本

松線等が未整備となっています。

・西側に引地川、東側に境川があり、

境川周辺の傾斜緑地は、特別緑地

保全地区に指定されています。

・市街化調整区域の農地が、境川と

引地川を結ぶ緑の帯の役割を担っ

ていますが、減少がみられます。

・市街化区域内の今田や亀井野で

は、自然的土地利用が多く見受け

られます。

・未整備の都市計画公園はありま

せん。
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地区の将来像

　地区内に立地する大学や高校等文教施設との協働のもと、恵まれた豊かな自然環境を活か

し、誰もが安心して住むことのできる地区をめざします。

　住民の身近な暮らしを支えるため、六会日大前駅周辺を地区の中心として、生活サービス機

能を充実するとともに、地区東西の移動の利便性や駅へのアクセス性を高め、多くの人が移動

しやすく、暮らしやすい環境づくりに取り組みます。

　超高齢社会における、災害に強い道づくりに取り組み、安全・安心して生活できる環境づくり

をめざします。

　地区南部に広がる農地や、境川、引地川沿いの斜面樹林等の自然を、地区の貴重な資源とし

て将来にわたって維持保全し、大規模直売施設を活用しながら農業振興を図ります。　

素的なふるさと　六会

土地利用
①六会日大前駅周辺部の、地区の暮らしを支える中心地としての充実

◆六会日大前駅周辺を地区中心として、駅前商店街の活性化や生活サービス機能の充実を図り
ます。

②安全・安心な住宅地として、居住環境の維持・改善
◆災害時や緊急時に備えるため、狭隘道路の解消や行き止まり道路を増やさない、ブロック塀の

改修を進める等、安全・安心な居住環境を図ります。
◆基盤整備を終えた地区では、良好な居住環境の維持に努めます。
◆地区東部に多く残る未利用地では、土地利用の方向性について検討します。
◆北部第二土地区画整理事業が施行済の地域では、隣接する工業地と共存する市街地を維持し

ます。

③市街化調整区域における、農地の維持・保全と生活環境の維持・改善
◆市街化調整区域の農地は、本市の貴重な農業基盤として、また、河川緑地や斜面緑地とともに

緑の帯を形成する美しい景観資源として、将来にわたり維持・保全を図ります。
◆遊休地となった農地は、市民農園や農業体験農園等交流の場としての有効活用を検討します。
◆大型農産物直売施設設置による地域農業の向上や都市住民との交流等を考慮した総合的な

農業基盤整備の維持充実を図ります。
◆生活の安全性や快適性の向上のため、居住環境の整備を推進します。

まちづくりの基本方針

六会地区9
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交通
①地区内の連絡を強化する道路網の充実

◆地区内外の交流や移動を支えるとともに、鉄道を挟んだ東西をつなぐ道路網の充実に向け、善
行長後線の整備を引き続き推進するとともに、亀井野二本松線等の整備を検討します。

②生活の利便性を確保し、安全・安心な交通環境の改善
◆地区拠点の周辺では、歩道の整備や段差解消といったバリアフリー化をはじめ、踏切の安全対

策の検討等、歩行者が安心して移動できる安全な道づくりを進めます。
◆てんじんミニバスの運行の維持を図ります。さらに地区内の移動の利便性を高めるための身近

な公共交通サービスの充実をめざします。
◆相鉄いずみ野線の延伸に取り組むとともに、延伸に伴う新たな駅の設置に併せて、既存バス路

線の再編など、交通利便性の向上をめざします。

水・緑
①引地川・境川や農地を中心とした緑の維持・保全

◆河川沿いの斜面樹林や河川敷の緑は、市街化調整区域の農地とともに、六会らしい自然景観を
つくる水と緑の軸として一体的な維持・保全に努めます。

◆引地川緑道や境川を中心に、六会の自然を満喫できる広域的なレクリエーションネットワーク
づくりをめざします。

◆斜面緑地は、貴重な自然資源・景観資源として、特別緑地保全地区の指定や市民等の保全活動
等により維持・保全に努めます。

②地区の身近な憩い・交流の場として公園・広場の維持・充実
◆都市公園は、住民主体による公園の維持管理を促進するとともに、公園の利用形態の変化に

対応した使いやすい公園・広場づくりを検討します。

景観・防災・都市づくり等
①文化にふれあうまちづくりの検討

◆大学や高校が立地する地区の特性を十分に活かし、地域、大学、市が連携した文教地区にふさ
わしいまちづくりについて検討します。

②安全・安心の向上に向けた総合治水の推進
◆境川、引地川の治水対策の促進及び一色川の治水対策の推進とともに、下水道整備等による

浸水対策を推進します。
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都市拠点

地区拠点

低層住宅専用ゾーン

中高層住宅専用ゾーン

一般住宅ゾーン

集落地ゾーン

田園ゾーン

遊水地ゾーン

文化・教育・公共施設ゾーン

商業・業務ゾーン

地域型商業ゾーン

沿道型商業ゾーン

工業住宅複合ゾーン

工業ゾーン

新産業ゾーン

緑地等ゾーン

学校（小、中、高、大学）

港湾

鉄（軌）道

自動車専用道路

主要幹線道路

幹線道路

補助幹線道路

（実線：整備済）

（点線：未整備・概整）

歩行者自転車専用道路

都市計画公園
（整備済(一部整備済含む)）

都市計画公園（未整備）

緑の保全拠点

都市農業交流拠点

市街地検討エリア

13地区

新たな公共交通（構想）

 ( 円　:構想）

水と緑のネットワーク
海上交通

公共施設

六会地区将来構想図

0 500 1,000メートル
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SHONANDAI AREA

湘南台地区構想

10

¯
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　湘南台地区は1942年（昭和17年）に合併した旧六会村の北部域にあたり、昭和30年頃まで

は水田と畑、斜面林等といった農村でした。

　高度成長期に入り、平坦な地形や地盤条件等からいすゞ自動車等の進出が相次いだことか

ら、本市では職住一体のバランスのとれた総合的な地域開発に向け「北部工業開発計画」を策

定し、昭和30年代後半から土地区画整理事業や湘南台駅開設等の都市整備を計画的に進め、

駅を核とした良好な市街地が形成されています。引地川、境川沿いの一部を除き、地区の概ね

において面整備を行い、住宅地や産業地が創出されました。

　1999年（平成11年）には、湘南台駅に横浜市高速鉄道1号線や相鉄いずみ野線が延伸し、鉄

道3線が結節するほか、ツインライナー（連節バス）が発着する等交通ターミナルとして充実し

ており、居住者のほか、就業者、学生等駅を利用し訪れる人が非常に多くなっています。

　湘南台地区は市民センターの開設とともに1989年（平成元年）に誕生した新しい地区です

が、本市北部の拠点として、商業・業務・サービス機能が集積するほか、湘南台文化センターや

総合市民図書館等、本市の核となる文化施設が立地し、暮らしやすく、利便性が高い地区と

なっています。

現況1

湘南台地区

現況と課題
10
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◆湘南台駅は鉄道3線の交通結節点として、居住者をはじめ就業者、学生等延べ1日約16万人の

乗降客の利用があるのに対し、駅周辺での賑わいが欠けています。乗換が行われる地下から地

上へ回遊したくなる商業・サービス機能の集積や都市空間の形成等、都市拠点にふさわしい魅

力と仕掛けが求められています。

◆公共交通が非常に充実しているという特性を、超高齢社会、低炭素社会において、今後も地区

の強みとして十分に活用でき、また活力となることが重要となってきます。そのためには、湘南

台駅を中心に、多くの人が安心してアクセスできるような交通環境の形成とともに、相鉄いずみ

野線延伸が期待されます。

◆西側の工業団地は、地区及び市全体の活力創出の一翼を担っている地域であり、今後も工業地

として維持するためにも、操業環境の充実・向上に向けた取組が必要です。

◆地区の骨格として南北方向に流れる引地川と境川の間に住宅地や商業地等の市街地が挟まれ

ています。自然環境の保全・活用とともに、都市空間と一体となった回遊性を持たせ、市民等が

楽しむとともに、本市北部への観光・交流の契機となることが期待されます。

◆就業者や大学生等多くの若い世代が地区を訪れ、交流することが持続していくことは、持続的

な都市活力の創出、都市空間形成において、貴重な資源であり財産です。今後のまちづくりにお

いて、どのように活用するか検討が求められます。

◆今田遊水地や下土棚遊水地の整備後には、平常時の上部利活用が期待されます。

都市づくり上の課題2
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S60 H7 H17 H27

全体（人） 18,993 24,537 29,042 31,146 

増加率（％） 29.2 18.4 7.2

人口密度
（人 /k㎡） 4,259 5,502 6,512 7,291 

世帯数 7,082 10,771 13,341 14,972 

増加率（％） 52.1 23.9 12.2

世帯規模（人） 2.68 2.28 2.18 2.08 

人口の状況 資料：国勢調査
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年齢三区分構成比の推移
資料：国勢調査

［地区面積／490.0ha］
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資料：都市計画基礎調査

■ 農地　　  ■ 山林　　　　　  ■ 河川、水面等　  ■ 海浜・河川敷等
■ 住宅用地  ■ 商業・業務用地  ■ 工業・流通用地  ■ 公共用地
■ 公共空地  ■ その他空地　　  ■ 道路用地

・工業・流通用地が最も多く、地区の特徴でもあります。次いで住宅地となっています。
・自然的土地利用は地区の1割程度となっています。
・平成17年から10年の間では、土地利用構成では大きな変化はありませんでした。

土地利用構成割合の推移
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■ 藤沢市
■ 湘南台地区
資料：国勢調査

年齢別人口の構成（平成27年）

※グラフ中の数値は四捨五入を用いているため、合計が100%にならない場合があります地区の指標3

湘南台地区10
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資料：都市計画基礎調査

平成27年自然的土地利用 平成17年から平成27年に都市的土地利用へ転換*
都市計画公園・緑地（計画） 都市計画公園・緑地・墓園（供用開始済み） 
都市計画公園・緑地（事業中） 河川 地区区分

*土地利用現況については、都市計画基礎調査の項目変更等により、実際の土地利用の変更の有無にかかわらず、土地利用転換があったものと見なされる場合があります。

0 500 1000m

水・緑の状況

緑地減少の状況（H17→H27）

整備済 概成 未整備 国道・県道
都市計画区域 市街化区域 地区区分 道路構想

0 500 1000m

1

1

道路・鉄軌道の状況

都市計画道路の進捗状況 ･小田急江ノ島線と相鉄いずみ野線、

横浜市営地下鉄の3線が乗り入れて

いる湘南台駅が立地しています。

・地区の大半が土地区画整理事業区

域に含まれており、都市計画道路

の整備は概ね完了しています。

・土地区画整理事業により、高倉遠

藤線の整備が進められています。

・地区の東側に境川、地区中央部に

引地川が南北方向に流れていま

す。地区内には、境川沿いに今田遊

水地が整備されています。

・土地区画整理事業により、地区内

の都市計画公園は整備を終えてい

ます。

139Fujisawa Urban Master Plan



序
　
章

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

資
料
編

地区の将来像

　計画的に整備された市街地の中、地区の骨格である境川・引地川と湘南台駅を中心に地区

全体の水と緑のネットワークを形成し、地区東西の一体感や都市的空間と自然的空間の連携・

融合のもと、活力、やすらぎ、文化があふれる地区をめざします。

　都市拠点である湘南台駅周辺を中心に地区全体の暮らしやすさを高めるとともに、交通

ターミナル機能や、文化・交流機能を活かした質の高い都市空間形成を進めることで、地区の

活力創出をめざします。

　良好な街なみの維持・創出や様々な住民の主体的な取組とともに、地区で暮らし、交流する

大学・事業所等とも連携しながら、地区の持つ文化・特性の充実・活用により、街の成熟化を図

ります。

川と緑に囲まれ、豊かな文化を育て、
みんなで創るまち湘南台

土地利用
①湘南台駅周辺における賑わいと文化が集積し、魅力のある都市拠点形成の推進

◆地区の暮らしや北部工業団地や大学等を訪れる来街者の交流を支えるとともに、駅利用者が
回遊したくなる商業サービス、文化、交流機能等の充実・更新と併せ、地下空間の活用等を促進
します。

◆多世代に使いやすい交通ターミナル機能を充実します。
◆文化・交流拠点にふさわしい都市空間、街なみの形成を検討します。

②街の成熟化に併せた、安心して快適に暮らし続けられる住宅地づくり
◆土地区画整理事業により整備された住宅地では、良好な居住環境を維持・保全します。
◆市街地整備が遅れている地区では、生活道路の改良等居住環境の改善に努めます。
◆良好な居住環境の維持･改善に向け、住民主体のまちづくりのルール等を検討します。
◆災害時や緊急時に備えるため、狭隘道路の解消や行き止まり道路を増やさない、ブロック塀の

改修等、安全・安心の向上を図ります。

③工業系産業機能の維持・充実の促進
◆北部工業団地では、産業振興策と連携しつつ、工業系産業機能の維持・充実を促進します。

まちづくりの基本方針

湘南台地区10
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交通
①安全で快適に移動できる交通環境づくり

◆交通利便性の向上や事故防止、渋滞解消に向け、公共交通の強化や道路整備、交通管理、横浜
市域との円滑な連携に向けた検討等、総合的な交通対策を推進します。

◆湘南台駅周辺を中心に歩行者や自転車等が、安全で快適にアクセスできる環境形成の検討を
進めます。

◆湘南台駅周辺から引地川緑道や境川サイクリングロード等へ、楽しみながら快適に回遊できる
ネットワークを検討します。

②幹線道路の交通混雑を軽減する道路整備の推進
◆国道467号や高倉遠藤線等の幹線道路の交通混雑を軽減し、地区内の円滑な交通環境づくり

につながる未整備の都市計画道路の整備を推進します。

③相鉄いずみ野線の延伸促進
◆健康と文化の森、さらには東海道新幹線新駅との連携を視野に、湘南台駅の広域交通網の結

節性の向上に向け、湘南台駅から西側への相鉄いずみ野線の延伸を促進します。

水・緑
①引地川・境川を軸とした水と緑のネットワークづくり

◆引地川や境川を中心に、斜面緑地の保全や市街地内の緑化等を進め、水と緑のネットワークの
維持・充実を図ります。

◆今田遊水地は、防災機能とともに、平常時における市民の憩いの場として、また自然学習の場
として整備を促進します。

②地区の身近な憩い・交流の場として公園・広場の充実
◆住民主体による公園の維持管理を促進するとともに、明るく見通しの良い公園・広場の充実に

努めます。
◆引地川緑道の北側への延伸をめざした計画を検討します。

景観・防災・都市づくり等
①湘南台駅周辺における魅力的な都市空間形成の促進

◆湘南台駅周辺のまちづくりとの連携を図りながら、文化・交流拠点にふさわしい景観形成を図
ります。

②今田遊水地と下土棚遊水地の整備促進
◆水害から暮らしを守るとともに自然とふれあうことができる水辺として、今田遊水地や下土棚

遊水地の整備を促進します。
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都市拠点

地区拠点

低層住宅専用ゾーン

中高層住宅専用ゾーン

一般住宅ゾーン

集落地ゾーン

田園ゾーン

遊水地ゾーン

文化・教育・公共施設ゾーン

商業・業務ゾーン

地域型商業ゾーン

沿道型商業ゾーン

工業住宅複合ゾーン

工業ゾーン

新産業ゾーン

緑地等ゾーン

学校（小、中、高、大学）

港湾

鉄（軌）道

自動車専用道路

主要幹線道路

幹線道路

補助幹線道路

（実線：整備済）

（点線：未整備・概整）

歩行者自転車専用道路

都市計画公園
（整備済(一部整備済含む)）

都市計画公園（未整備）

緑の保全拠点

都市農業交流拠点

市街地検討エリア

13地区

新たな公共交通（構想）

 ( 円　:構想）

水と緑のネットワーク
海上交通

公共施設

0 500 1,000メートル

湘南台地区将来構想図
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CHOGO AREA

長後地区構想

11

¯
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　大山街道（旧横浜伊勢原線）と滝山街道（旧藤沢町田線）が交差する、交通の要衝・宿場町と

して江戸時代から店や宿が立ち並び、周辺の農村の中心として栄えていました。1929年（昭和

4年）に小田急江ノ島線の開業に伴い長後駅が設置されており、1955年（昭和30年）の藤沢市

への編入以降も市北部の中心を担っていましたが、現在では、交通ターミナル、都市拠点として

整備した湘南台駅周辺へと市北部の中心が移っています。

　利便性の高さから自然発生的に宅地化していますが、住宅地と農地が混在し、比較的ゆとり

がある市街地が形成されています。一方で、地区の骨格的な道路の不足、生活道路の狭隘・行き

止まりといった都市基盤整備が不十分でもあります。

　地区内には営農意欲が高い農家が多く、地区内を流れる境川、引地川沿いを中心とした市街

化調整区域のみならず、市街化区域内にも農地が広がっており、生産の場であるとともに、良好

な自然的環境として維持されています。

　長後駅には、隣接地区や隣接市へアクセスするバスの発着が多く、市を超えた多くの住民、

通学・通勤者が利用する交通結節点として、またゲート機能としての役割を果たしています。し

かしながら、西口駅前広場の処理能力を超えた交通需要や、駅の東西を結ぶ道路基盤整備の

不足による道路渋滞が課題となっています。また、駅周辺の商店街では、通過交通が多く歩道

空間が十分に確保されておらず、安心して買い物がしにくい環境となっており、空き店舗の増加

等、年々集客力が低下してきています。東口駅前の一部では、土地区画整理事業を終え、今後新

たな土地利用、まちづくりが期待されています。

現況1

長後地区

現況と課題
11
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◆長後駅周辺では駅目的交通や通過交通の集中・輻湊により、慢性的な交通渋滞となっており、都

市計画道路の整備や交通網の見直しも含めて道路基盤整備の不足を解消する取組が必要と

なっています。

◆長後駅は周辺地区や隣接市等の広域からのポテンシャルが高く、多くの駅利用者がいるのにも

かかわらず、商店街を含め長後駅周辺では活力が停滞傾向となっています。地区の中心として、

住民の暮らしやすさを高めるとともに、活力創出が必要です。長後駅西口では、特に綾瀬市へと

連携するバス利用者が乗降する西口ターミナルの役割は大きく、この交流・集客を活用するこ

とが期待されます。また、長後駅東口では、土地区画整理事業により都市基盤、街区を十分に活

かした活力創出が求められています。

◆住宅地の多くは、開発や自然発生的な宅地化が進み、都市基盤整備が十分ではない地域もあ

り、防災上の課題を抱えています。狭隘道路や行き止まり道路の解消による生活環境の充実等

が求められています。

◆農業生産活動が活発な区域であり、市街化区域内の農地では、今後、生産緑地制度の維持・活

用や良好な市街地環境のあり方等の検討が必要です。また、市街化調整区域の農地は本市の中

心的な生産の場として、将来にわたって維持保全が必要です。

都市づくり上の課題2
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S60 H7 H17 H27

全体（人） 28,001 30,967 31,970 33,239 

増加率（％） 10.6 3.2 4.0

人口密度
（人 /k㎡） 5,374 5,944 6,136 6,147 

世帯数 9,005 11,383 12,761 13,930 

増加率（％） 26.4 12.1 9.2

世帯規模（人） 3.11 2.72 2.51 2.39 

人口の状況 資料：国勢調査

6.8

71.6 

21.6

11.0 

75.0

14.0

17.7

69.3

13.1

25.8

61.5 

12.7

23.4 

63.0

13.6
0
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100

藤沢市
（Ｈ27）

H27H17H7S60

（%）

■ 0～14歳　　■ 15～64歳　　■ 65歳以上

年齢三区分構成比の推移
資料：国勢調査

［地区面積／501.5ha］

 26% 5% 3% 36% 4% 2% 5% 8% 10%

 21% 4% 2% 36% 3% 2% 5% 10% 14%

1% 1%

1% 1%

（%）
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H27

H17

資料：都市計画基礎調査

■ 農地　　  ■ 山林　　　　　  ■ 河川、水面等　  ■ 海浜・河川敷等
■ 住宅用地  ■ 商業・業務用地  ■ 工業・流通用地  ■ 公共用地
■ 公共空地  ■ その他空地　　  ■ 道路用地

・都市的土地利用への転換により農地が21％、住宅用地が36％となっています。
・道路用地の割合の増加は、主に4m未満の道路や農道が正確に反映されたことによるものです。

土地利用構成割合の推移
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                4.40%
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                   5.23%

                      6.07%

                         6.92%
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■ 藤沢市
■ 長後地区
資料：国勢調査

年齢別人口の構成（平成27年）

※グラフ中の数値は四捨五入を用いているため、合計が100%にならない場合があります地区の指標3

長後地区11
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資料：都市計画基礎調査

平成27年自然的土地利用 平成17年から平成27年に都市的土地利用へ転換*
都市計画公園・緑地（計画） 都市計画公園・緑地・墓園（供用開始済み） 
都市計画公園・緑地（事業中） 河川 地区区分

*土地利用現況については、都市計画基礎調査の項目変更等により、実際の土地利用の変更の有無にかかわらず、土地利用転換があったものと見なされる場合があります。

0 500 1000m

水・緑の状況

緑地減少の状況（H17→H27）

整備済 概成 未整備 国道・県道
都市計画区域 市街化区域 地区区分 道路構想

1

0 500 1000m

1

1

1

道路・鉄軌道の状況

都市計画道路の進捗状況 ・地区の骨格となる都市計画道路の

うち、国道４６７号と横浜伊勢原線

は整備を終えていますが、それ以

外は未整備のものが多く、骨格的

な道路網は不十分となっています。

・南北方向に境川、引地川が流れて

います。地区の1/3程度が市街化調

整区域に指定されており、農地を

含め自然的土地利用が多く見受け

られます。

・都市計画公園は整備を終えている

ものの、地区内に都市公園が不足

しているエリアが見受けられます。

・ミニ開発等による都市的土地利用

への転換が見受けられ、自然的土

地利用が減少しています。
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地区の将来像

　長後駅周辺では、これまで地区を育んだ歴史・文化を継承しながら、地区の中心として、また
近隣市等のターミナルとして充実を進め、住民の暮らしやすさとともに賑わいと活気を取り戻
します。
　緑に囲まれゆとりのある住宅地では、安心してこれからも暮らし続けることができる居住環
境の維持・充実をめざします。
　地区の骨格をなす河川や農地・緑地等自然的環境を維持・保全し、歴史と自然、活力があふれ
る一体的なつながりのある地区づくりを進めます。

さぁつくろう！まちの輪・ひとの和・みどりの環

土地利用
①長後駅周辺における賑わい機能の充実

◆長後駅周辺における回遊性や賑わいを育む商業地を形成するため、商業サービス機能の充実
と地域との連携を図ります。

◆長後駅西口では賑わい形成に向け、道路整備と併せて街区整備、機能集積等一体となったまち
づくりを推進します。

◆長後駅東口では、土地区画整理事業区域を中心に、駅前にふさわしい機能、建物誘導を図ります。

②居住環境の維持・改善の促進
◆土地区画整理事業区域等の計画的に整備された低層住宅地では、良好な居住環境の維持・充

実とともに、住民主体のまちづくりルール等を検討します。
◆新旧の住宅が混在・密集する地区では、狭隘道路の解消や行き止まり道路を増やさないように

努めます。
◆避難地となる公園の整備・確保等の安全・安心な居住環境の改善や、周辺環境と調和した適正

な土地利用に向け、地域の実情に合わせながらまちづくりのルール等を検討します。
◆未利用地における無秩序な開発防止や生活道路網の確保等を誘導します。
◆災害時や緊急時に備えるため、ブロック塀の改修等、安全・安心の向上を図ります。

③良好な営農環境の維持・保全と集落地との共存
◆市街地を取り囲む市街化調整区域の農地は、本市の貴重な農業基盤として、また、河川緑地や

斜面緑地とともに地区の骨格をなす緑空間として、農業振興策との連携を図りつつ、今後とも
維持・保全します。

◆集落地では、居住環境の安全性・快適性向上のため、住民発意による生活環境改善を図ります。
◆幹線道路沿道等では、市街化調整区域として周辺環境と調和した土地利用誘導を検討します。

交通
①道路網の見直し・整備の推進

◆長後駅周辺に集中する交通混雑の緩和と安全・安心な交通環境を確保するため、駅周辺の道
路網について、都市計画道路の変更を含め、見直しを進めます。

まちづくりの基本方針

長後地区11
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◆地区内外をつなぐ道路網の形成や通過交通の分散化を図るため、高倉下長後線等の都市計画
道路の整備を推進します。

②交通ターミナルとしての機能強化の促進
◆鉄道とバス間の乗り換え・連携強化を促進するため、適正規模である駅前広場の整備をユニ

バーサルデザインに配慮しながら検討します。

③公共交通機能の維持・充実
◆市内各地区や隣接市と連携するバス交通の円滑な運行に向け、バス網の維持・充実を促進します。
◆身近な公共交通サービスの維持・充実に努め、自家用車に依拠しない交通環境の形成を図ります。

④安心して回遊できる歩行・自転車空間の充実
◆長後駅や商店街、市民センター等を中心に、安心して利用できる歩行空間の確保とバリアフ

リー化をはじめとした交通安全対策等を進めます。
◆歩行者専用道、自転車道を活用しながら、地区内外へと楽しみながら回遊できるネットワーク

を充実します。

水・緑
①引地川・境川を軸とした環境づくりの推進

◆引地川と境川では、河川沿いの農地や斜面林と一体となった形で、地区の水と緑の骨格として
維持に努めます。

◆県が整備を進める下土棚遊水地では、上部利用等市民とともにレクリエーションの場づくりを
促進します。

◆引地川緑道や境川サイクリングロード等を活用して、地区内に存在する憩いの森や公園、農園
をつなぐ田園環境、河川等を楽しめるレクリエーションネットワークづくりを図ります。

◆引地川緑道の整備を推進します。

②田園環境の維持・活性化の促進
◆市街化調整区域では農地の維持・活性化とともに、良好な営農環境の維持を促進します。
◆直売所等、農による交流・活力の場づくりを継続して進めます。

③身近な憩い・交流空間の充実
◆住民に身近な交流空間となる緑の広場や憩いの森等の確保に努めるとともに、住民主体によ

る維持管理活動を促進します。
◆市街地内にある農地や平地林は、防災、レクリエーション上の貴重な空間として維持するとと

もに、交流空間としての活用を促進します。

景観・防災・都市づくり等
①長後駅西口周辺地区における一体的なまちづくりの検討・推進

◆長後駅西口周辺の道路網見直しと併せて、市街地環境の改善及び長後駅周辺の利便性の向
上、拠点機能の充実に向け、一体的なまちづくりについて検討します。

②引地川・境川における総合治水の推進
◆水害から暮らしを守るとともに自然とふれあうことができる水辺として、下土棚遊水地の整備

を促進します。

③長後の歴史がかおる街なみづくりの検討
◆長後駅を中心に、大山街道と滝山街道の交差する交通の要衝・宿場町からの歴史を踏まえた、

魅力的な街なみづくりについて検討します。
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都市拠点

地区拠点

低層住宅専用ゾーン

中高層住宅専用ゾーン

一般住宅ゾーン

集落地ゾーン

田園ゾーン

遊水地ゾーン

文化・教育・公共施設ゾーン

商業・業務ゾーン

地域型商業ゾーン

沿道型商業ゾーン

工業住宅複合ゾーン

工業ゾーン

新産業ゾーン

緑地等ゾーン

学校（小、中、高、大学）

港湾

鉄（軌）道

自動車専用道路

主要幹線道路

幹線道路

補助幹線道路

（実線：整備済）

（点線：未整備・概整）

歩行者自転車専用道路

都市計画公園
（整備済(一部整備済含む)）

都市計画公園（未整備）

緑の保全拠点

都市農業交流拠点

市街地検討エリア

13地区

新たな公共交通（構想）

 ( 円　:構想）

水と緑のネットワーク
海上交通

公共施設

長後地区将来構想図

0 500 1,000メートル
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ENDO AREA

遠藤地区構想

12

¯
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　遠藤地区は、台地と谷戸によって構成される地区です。台地上の北東部から南東部には、中

世の頃から発達した集落が数多くあり、小出川を中心に形成された谷戸部では、地形を利用し

て農業を中心にまちを形成してきました。

　1955年（昭和30年）に小出村のうち、遠藤地区を藤沢市に合併編入して以降、地区東部の

「北部工業開発計画」や南部の「西部開発事業」により、大規模な工場立地と良好な住宅地が整

備されました。

　現在も北部第二（三地区）の土地区画整理事業が進められているほか、菖蒲沢境地区や遠藤

打越地区でも土地区画整理事業が行われました。

　一方で、地区西北部では、農業地域として農業基盤整備を中心としたまちづくりが進められ

てきた結果、多くの自然が残されています。

　地区のまちづくりは昭和60年代に入り、西部の農業地域に「健康と文化の森」構想が展開さ

れたことを機に大きな変化をとげました。「文化の森」には慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスが

中核施設として開校しているほか、「健康の森」には看護医療学部やインキュベーション施設が

設置されるととともに、医療機能等の整備が行われました。健康と文化の森周辺については、

計画的市街地整備の検討を行い、大学と一体となったまちづくりを進めています。

　遠藤地区を含む本市西北部の周辺では、東海道新幹線の新駅設置をはじめ、それを中心と

する「環境共生モデル都市」、東名高速道路（仮）綾瀬スマートインターチェンジ設置、（仮）湘南

台寒川線整備等、広域的な事業が進展しています。

現況1

遠藤地区

現況と課題
12
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◆市街化調整区域内では、集落環境の改善が求められています。

◆「健康の森」では、良好な景観を有する谷戸環境を維持保全しながら、活用に向けた検討を進

め、文化の森とともに都市拠点として活力創出への取組が必要となっています。

◆市街化調整区域では、相鉄いずみ野線の新駅構想等と併せて、周辺農地の都市的土地利用への

転換が求められています。今後、周辺の自然環境との調和を図りながら計画的な誘導を行う必

要があります。

◆高齢化が進む中、農地では後継者不足等により、耕作放棄地や荒廃地が増えており、土地利用

の観点から対策が求められています。

◆市街化区域内に残る公共交通不便地域では、地区の移動の利便性が求められており、解消に向

けた取組が必要となっています。

◆東海道新幹線新駅や東名高速道路（仮）綾瀬スマートインターチェンジ設置等の広域計画が進

展しており、それらと連携する広い視野からのまちづくりが必要となっています。健康と文化の

森を中心として、相鉄いずみ野線延伸や南北軸の新交通システムの導入により、広域的視点や

地区の視点からの移動の利便性の向上が求められています。

◆地区内の安全性確保のため、浸水対策が求められています。

都市づくり上の課題2
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S60 H7 H17 H27

全体（人） 9,311 10,096 10,524 11,524 

増加率（％） 8.4 4.2 9.5

人口密度
（人 /k㎡） 1,877 2,035 2,122 2,315 

世帯数 4,367 3,999 3,910 4,614 

増加率（％） △ 8.4 △ 2.2 18.0

世帯規模（人） 2.13 2.52 2.69 2.50 

人口の状況 資料：国勢調査

4.3

77.3

18.3 

7.0

77.0

15.9

12.5

71.1

16.3 

21.2

64.9 

13.9 

23.4

63.0 

13.6 
0
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100

藤沢市
（Ｈ27）

H27H17H7S60

（%）

■ 0～14歳　　■ 15～64歳　　■ 65歳以上

年齢三区分構成比の推移
資料：国勢調査

［地区面積／447.6ha］

 29% 9% 4% 16% 4% 10% 10% 2% 5% 10%

 26% 8% 5% 16% 4% 11% 10% 2% 6% 12%

（%）
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

H27

H17

資料：都市計画基礎調査

■ 農地　　  ■ 山林　　　　　  ■ 河川、水面等　  ■ 海浜・河川敷等
■ 住宅用地  ■ 商業・業務用地  ■ 工業・流通用地  ■ 公共用地
■ 公共空地  ■ その他空地　　  ■ 道路用地

・農地が地区内の26％を占め、最も多い割合となっています。
　さらに、農地を含め、自然的土地利用が地区の39％となっています。
・住宅地は16％であり、菖蒲沢境のほか集落地に分布しています。

土地利用構成割合の推移

              4.09%

                4.60%

                  5.16%

                    5.67%

                    5.70%

                   5.44%

                      6.02%

                          7.02%

                                8.67%

                             8.07%

                         7.02%

                   5.21%

                      6.06%

                        6.56%

                    5.63%

              3.95%

        2.40%

     1.60%

  0.78%

0.24%

0.05%
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0 5 10 15（%）

（歳）
不詳

100以上
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70～74

65～69

60～64

55～59

50～54

45～49

40～44

35～39

30～34
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20～24

15～19

10～14

5～9

0～4

■ 藤沢市
■ 遠藤地区
資料：国勢調査

年齢別人口の構成（平成27年）

※グラフ中の数値は四捨五入を用いているため、合計が100%にならない場合があります地区の指標3

遠藤地区12
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資料：都市計画基礎調査

平成27年自然的土地利用 平成17年から平成27年に都市的土地利用へ転換*
都市計画公園・緑地（計画） 都市計画公園・緑地・墓園（供用開始済み） 
都市計画公園・緑地（事業中） 河川 地区区分

*土地利用現況については、都市計画基礎調査の項目変更等により、実際の土地利用の変更の有無にかかわらず、土地利用転換があったものと見なされる場合があります。

0 500 1000m

水・緑の状況

緑地減少の状況（H17→H27）

整備済 概成 未整備 国道・県道
都市計画区域 市街化区域 地区区分 道路構想

1

1

1

1

0 500 1000m

道路・鉄軌道の状況

都市計画道路の進捗状況 ・地区内の都市計画道路は、概ね整

備済みとなっています。

・地区の6割以上が市街化調整区域

であり、多くの農地や樹林地等が

維持・保全されています。

・慶應義塾大学北側は、遠藤笹窪谷

戸や緑地空間の一体的な保全の取

組を進めており、ここからの湧水が

小出川の源流のひとつとして流れ

ています。

・運動公園である秋葉台公園は約

13.4haのうち約7.7haが整備され

ているほか、菖蒲沢境等に都市公

園が整備されています。
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地区の将来像

　「健康と文化の森」を中心とした新たな都市環境を形成し、魅力あるまちの創造を目標に、周

辺都市や地域との連携を強化し、まちの賑わいと活気を高めるための公共交通導入の実現を

めざします。

　本市の三大谷戸の一つである遠藤笹窪谷（谷戸）をはじめ、里山や田園の美しい風景や豊か

な自然環境は、まちの共有財産として、将来にわたって維持・保全を図るとともに、地域の様々

な資源を活かした観光の充実により、多くの人々が訪れるまちをめざします。

　併せて、耕作放棄地や荒廃地への対策や営農環境の充実等を図り、地域の人々が豊かに暮ら

せる、ゆとりと潤いのある生活環境の実現を図ります。

新たな時代を拓く「健康と文化の森」を創造し“人と
自然がいきづくまち”夢のあるまち遠藤をめざします。

土地利用
①「文化の森」における教育・学術・研究機能の充実

◆慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスを中心に、産学公連携による新たな産業創出や高度教育・
研究機能を発揮できる環境整備を誘導します。

◆大学に隣接する北側の地域では、学生等の居住施設やサービス施設等を誘導し、地域と大学
との交流機能を創出します。

②豊かな自然環境と融合した「健康の森」の創出
◆「健康の森」では、自然環境の保全を図りながら、都市機能の導入に向けた利活用の方向性の

検討及び整備促進を図ります。
◆健康医療施設等、地域の活力増進機能の維持、充実を図ります。

③生産性向上に向けた農地の保全・活性化と、生産基盤整備
◆まとまった農地は食糧生産の場として維持するとともに、農業・農地への需要の高まりや多様

な農業形態と連携しながら、耕作放棄地や荒廃地等の削減を促進します。
◆幹線道路沿道の限定部分において、景観や周辺環境と調和した計画的な土地利用誘導を検討

します。

④営農・集落環境の維持と、生活関連施設の整備による、生活環境の向上
◆狭隘道路の解消や生活道路や下水道整備を中心とした生活排水処理施設の整備、公園の整備

等、生活環境の向上を図ります。
◆集落環境の改善が必要な地区では、生活の安全性・快適性の向上について検討します。

⑤身近な生活を支える都市サービス機能集積による地区中心拠点の形成
◆「健康と文化の森」東側の区域は、交通の利便性を活かし、キャンパス支援施設や研究所等の

立地促進とともに、地域生活を支える都市サービス機能の集積を図ります。

まちづくりの基本方針

遠藤地区12
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⑥既成市街地における、良好な生産環境や居住環境の形成
◆市街化区域にある工業地においては、良好な操業環境の維持・保全を図ります。
◆既成市街地にある工業・住宅混在地においては、居住環境に配慮しながら、良好な生産環境を

保全し、その機能の維持・強化に努めます。
◆菖蒲沢境地域は、ゆとりある良好な低層住宅地としての環境を維持、保全します。
◆災害時や緊急時に備えるため、ブロック塀の改修等、安全・安心の向上を図ります。

交通
①広域的な交通拠点と連携する交通ネットワークの形成

◆東海道新幹線新駅や東名高速道路（仮）綾瀬スマートインターチェンジ等の広域的な交通拠点
と、地区内を結ぶ交通ネットワークの整備を周辺環境に配慮しながら進め、広域交通へのアク
セス利便性の向上を図ります。

◆市北部における東西方向の利便性強化のため、湘南台駅から健康と文化の森を通り、倉見（寒
川町）方面に向けた相鉄いずみ野線の延伸を促進します。

◆本市西部における南北方向の新たな交通システム導入について研究します。

②地域内の連絡を強化する道路網の形成
◆地区内と周辺地区との連絡強化のため、（仮）遠藤葛原線等、地区内外を結ぶ道路網の整備に

ついて検討します。
◆生活道路ネットワークや集落内における安心して歩ける道路環境の向上に努めます。

③公共交通の利便性向上
◆地区内におけるバス網の維持・充実を図ります。
◆相鉄いずみ野線の延伸に伴う新たな駅の設置に併せて、既存バス路線の再編など、交通利便

性の向上をめざします。

水・緑
①河川や緑等の景観保全を目的とした「水と緑のベルトゾーン」の形成

◆少年の森から健康と文化の森、そして小出川とその沿道、茅ヶ崎市の田園地域へのつながり等
の地区内外を連携する「水と緑のベルトゾーン」として、市民活動や地域資源を活かしながら、
ふるさとの心の豊かさを感じるゆとりある空間を形成します。

◆本市の三大谷戸の一つである遠藤笹窪谷（谷戸）の豊かな自然を、保全・活用します。

景観・防災・都市づくり等
①「健康と文化の森」を中心とした質の高い拠点空間の形成

◆健康と文化の森周辺は、相鉄いずみ野線の延伸の実現に併せ、新駅周辺の新たな都市機能の
集積とともに、周辺環境と調和した都市空間・景観形成をめざします。

②豊かな自然景観の維持・保全
◆地区内の農地や山林を中心としたのどかな田園景観や、地区から見た周辺の眺望景観を維持・

保全します。

③河川における安全・安心の向上
◆浸水被害の軽減に向け、小出川の治水対策を促進するとともに、小出川流域の浸水対策を推進

します。
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都市拠点

地区拠点

低層住宅専用ゾーン

中高層住宅専用ゾーン

一般住宅ゾーン

集落地ゾーン

田園ゾーン

遊水地ゾーン

文化・教育・公共施設ゾーン

商業・業務ゾーン

地域型商業ゾーン

沿道型商業ゾーン

工業住宅複合ゾーン

工業ゾーン

新産業ゾーン

緑地等ゾーン

学校（小、中、高、大学）

港湾

鉄（軌）道

自動車専用道路

主要幹線道路

幹線道路

補助幹線道路

（実線：整備済）

（点線：未整備・概整）

歩行者自転車専用道路

都市計画公園
（整備済(一部整備済含む)）

都市計画公園（未整備）

緑の保全拠点

都市農業交流拠点

市街地検討エリア

13地区

新たな公共交通（構想）

 ( 円　:構想）

水と緑のネットワーク
海上交通

公共施設

遠藤地区将来構想図

0 500 1,000メートル
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GOSHOMI AREA

御所見地区構想

13
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　本市の北西部に位置し、綾瀬市や海老名市、寒川町、茅ヶ崎市と隣接しています。御所見地区

を含め周辺に市街化調整区域が広がっており、その中心部に位置しています。

　御所見地区は、6村が1889年（明治22年）の市町村制により合併して「御所見村」となり、さ

らに1955年（昭和30年）に藤沢市に合併・編入しました。

　13地区のうち最も面積が大きく、地区北東部に相模野台地等の丘陵地帯と河岸につながる

平坦地、地区南部及び西部は相模川水系の小出川、目久尻川周辺の低地部により構成され、丘

陵地を中心に既存集落が形成されています。

　豊かな地勢と立地を活かした、野菜や植木、養豚等が中心の都市型農業が盛んであり、本市

の農業振興地域として農業基盤整備を中心にまちづくりが進められてきました。そのため、現

在でも多くの自然が残されています。

　昭和30年代より本市が進めた「北部工業開発計画」が御所見地区にも部分的に変化をもた

らし、地区東側には工業系市街地や菖蒲沢等の住宅地が形成され、横浜伊勢原線南側では既

存の地区中心である住居系と工業系の市街地が飛び地で形成されています。また、市街化調整

区域ではありますが、生活道路や下水道等の都市基盤整備を進めています。

　現在、本市では「農・工・住が共存する環境共生都市」をめざした西北部地域のまちづくりを

進めており、御所見地区では、新産業の森の形成に向け、計画的市街地整備の検討を進めてい

ます。

　御所見地区を含む本市西北部の周辺では、東海道新幹線の新駅設置をはじめ、それを中心

とする「環境共生モデル都市」、東名高速道路（仮）綾瀬スマートインターチェンジ設置、（仮）湘

南台寒川線整備等、広域的な事業が進展しています。

現況1

御所見地区

現況と課題
13
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◆超高齢社会を迎え、田園空間が多く広がる本地区では、公共交通の充実や身近な道路、下水道

等の生活環境の整備等、地区活力を維持し、身近な暮らしやすさを高めていく取組が必要です。

◆現在進めている「新産業の森｣等の西北部地域総合整備事業を、地区全体の活力へとつなげて

いくことが期待されています。

◆道路整備等により高まる開発圧力に対し、これらを活かした計画的な土地利用を検討するとと

もに、豊かな自然環境を無秩序な開発から守り、良好な田園環境・風景を維持・保全するための

取組が必要です。また、まとまった樹林地についても、維持・保全に向けた取組が必要です。

◆農業に注目が高まる一方で、耕作放棄地・荒廃地は増加しています。御所見地区がめざす農業

振興・交流や北部観光の振興に向けた基盤整備、空間形成等が期待されています。

◆東海道新幹線の新駅や東名高速道路の（仮）綾瀬スマートインターチェンジ設置等、本地区周

辺地域にある広域的な計画を活かした、広い視野からのまちづくりが望まれます。

都市づくり上の課題2
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S60 H7 H17 H27

全体（人） 17,355 17,392 17,506 18,215 

増加率（％） 0.2 0.7 4.1

人口密度
（人 /k㎡） 1,470 1,473 1,482 1,552 

世帯数 4,768 5,421 6,404 7,181 

増加率（％） 13.7 18.1 12.1

世帯規模（人） 3.64 3.21 2.73 2.54 

人口の状況 資料：国勢調査
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藤沢市
（Ｈ27）

H27H17H7S60

（%）

■ 0～14歳　　■ 15～64歳　　■ 65歳以上

年齢三区分構成比の推移
資料：国勢調査

［地区面積／1173.5ha］

 45% 11% 5% 15% 1% 7% 3% 5% 7%

 41% 10% 5% 15% 2% 7% 3% 5% 11%

1%

1%

（%）
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H27
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資料：都市計画基礎調査

■ 農地　　  ■ 山林　　　　　  ■ 河川、水面等　  ■ 海浜・河川敷等
■ 住宅用地  ■ 商業・業務用地  ■ 工業・流通用地  ■ 公共用地
■ 公共空地  ■ その他空地　　  ■ 道路用地

・自然的土地利用が地区の半分以上を占めており、農地が41％と最も多くなっていますが、
　農地と山林は減少傾向にあります。
・道路用地の割合の増加は、主に4m未満の道路や農道が正確に反映されたことによるものです。

土地利用構成割合の推移

             3.68%

                 4.56%

                 4.35%

                   4.89%

                  4.76%

                  4.68%

                     5.56%

                          6.99%

                                 8.85%

                           7.22%

                   5.06%

                  4.72%

                       6.03%

                               8.22%

                             7.86%

                     5.54%

            3.22%
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0～4

■ 藤沢市
■ 御所見地区
資料：国勢調査

年齢別人口の構成（平成27年）

※グラフ中の数値は四捨五入を用いているため、合計が100%にならない場合があります地区の指標3

御所見地区13
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資料：都市計画基礎調査

平成27年自然的土地利用 平成17年から平成27年に都市的土地利用へ転換*
都市計画公園・緑地（計画） 都市計画公園・緑地・墓園（供用開始済み） 
都市計画公園・緑地（事業中） 河川 地区区分

*土地利用現況については、都市計画基礎調査の項目変更等により、実際の土地利用の変更の有無にかかわらず、土地利用転換があったものと見なされる場合があります。

0 500 1000m

水・緑の状況

緑地減少の状況（H17→H27）

整備済 概成 未整備 国道・県道
都市計画区域 市街化区域 地区区分 道路構想

0 500 1000m

1

1

1

1

1

道路・鉄軌道の状況

都市計画道路の進捗状況 ・都市の骨格となる藤沢厚木線や横

浜伊勢原線が整備済みとなってい

ます。

・遠藤宮原線は、県道丸子中山茅ヶ

崎線以東部分について整備済みと

なっています。

・農地、山林が地区全体に広がって

いるものの、都市的土地利用への

転換が見受けられます。

・小規模な都市公園が整備されてい

ますが、近隣公園である湘南の丘

公園は、まだ未整備です。

・地区東側で一色緑地が指定されて

います。
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地区の将来像

　良好な田園環境の維持と暮らしやすさの向上を目標に、東海道新幹線の新駅や東名高速道

路の（仮）綾瀬スマートインターチェンジ等全国へとつながる広域交通の更なる連携向上を活
かした活気と活力のあるまちをめざします。
　御所見中心拠点地区周辺における市民の暮らしを支え、暮らしやすさを高める拠点づくりや、

「新産業の森」等の新たな産業基盤の整備を通じ、活力創出を進めます。
　農業交流・振興への取組や農地保全、斜面林等の豊かな自然環境の維持・保全等、地域の活
性化とともに、ゆとりと潤いのある地区の形成をめざします。

住んで、見て、歩いてわかるまちの良さ
＝地域資源を活かし、北部新中心拠点を目指します＝

土地利用
①御所見中心拠点地区周辺における地域活力の交流を育む拠点形成

◆御所見中心拠点地区周辺では、一体的な拠点として、地域交流・活動機能、地域商業機能等の
充実を図ります。

◆御所見中心拠点地区では、生活基盤施設の充実や地域の活力創出に資する計画的なまちづく
りを推進します。

②新産業の森等の産業系土地利用の計画的誘導
◆（仮）綾瀬スマートインターチェンジの整備を見据え、産業交流を導く新たな産業拠点として、

周辺環境と調和した効果的な施設緑化等により豊かな緑につつまれた「新産業の森」の形成を
めざします。

◆藤沢厚木線沿道では利便性の高い交通機能を活かし、環境、情報分野、既存工業の新たな分野
への展開等、研究開発施設等を段階的に立地誘導します。

◆葛原北側では基盤整備を進め流通・業務地等への転換を図ります。
◆幹線道路沿道では無秩序な土地利用を抑制しつつ、その一部については、景観や周辺環境と

調和した計画的な土地利用を誘導します。

③既存住宅地の維持及び生活環境の向上
◆狭隘道路の解消や生活道路の拡幅や新設、下水道整備を中心とした生活排水処理施設の整

備、公園の整備等、生活環境の向上を図ります。
◆既存集落と介在農地を含む区域は、交換分合により介在農地の集約とともに、居住型業務地

等の創出を図ります。
◆幹線道路沿道では、農地、樹林地、集落地との共生をテーマに、良好な沿道環境を維持するた

めに、景観や周辺環境と調和した計画的な土地利用のあり方について検討します。
◆市街化区域内の住宅地では、一般住宅地として店舗や事務所等と共存した良好な居住環境の

形成を図ります。
◆災害時や緊急時に備えるため、ブロック塀の改修等、安全・安心の向上を図ります。

④農地の保全及び農業振興・活性化の促進
◆まとまった農地を食糧等生産の場として維持するとともに、農業・農地への需要の高まりや多

様な農業形態と連携しながら、耕作放棄地や荒廃地等の削減を促進します。農道拡幅等の生
産基盤整備により、生産性の向上を図ります。

まちづくりの基本方針

御所見地区13
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◆地域振興や地産地消の促進に向け、特色ある物産販売、農場でのレクリエーション機能等を有
する「都市農村交流拠点」等交流の場づくりを促進します。

⑤広域交通環境を活かした工業系市街地としての維持・充実
◆生産機能や研究開発機能等の維持及び立地誘導に向け、主要幹線道路横浜伊勢原線、藤沢厚

木線等広域交通基盤を活かした、操業環境の維持・充実を図ります。
◆既成市街地の工業、住宅混在地においては、居住環境に配慮しつつ、良好な生産環境を保全

し、その機能の維持・強化に努めます。

交通
①地域交通との連携を強める道路交通ネットワーク形成の推進

◆東海道新幹線の新駅や東名高速道路の（仮）綾瀬スマートインターチェンジ等全国交通へのア
クセスとなる広域交通拠点や都市間連携の形成に向け、（仮）湘南台寒川線や丸子中山茅ヶ崎
線の整備を促進します。

◆地区内各方面からの広域連携強化に向け、（仮）遠藤葛原線等の地区内幹線道路ネットワーク
形成を検討します。

②広域連携を強化し、交流振興や利便性向上に資する公共交通の維持・充実
◆本市北部における東西方向の利便性強化のため、湘南台駅から健康と文化の森を通り、倉見
（寒川町）方面に向けた相鉄いずみ野線の延伸を促進します。

◆本市西部における南北方向の新たな交通システム導入について研究します。
◆地区内交通の維持を図ります。

水・緑
①水と緑のベルトゾーンの形成

◆小出川や打戻川を軸に神奈川県立茅ヶ崎里山公園から少年の森にかけて、また目久尻川を軸
に用田地区周辺にかけて、地区内外を連携する「水と緑のベルトゾーン」の形成をめざします。

②まとまりのある樹林地の保全
◆用田の斜面地山林や葛原の平地にある樹林等、既存のまとまりのある樹林地については、環境

や景観、防災上の見地から保全に努めます。
◆新たに計画的な土地利用誘導を図る地域では、樹林等の既存の緑地を中心に計画的な保全・

創出を誘導します。

景観・防災・都市づくり等
①「農・工・住が共存する環境共生都市」の実現に向けたまちづくり

◆「西北部地域総合整備マスタープラン」の実現に向け、社会状況変化等に対応しながら、段階的
にまちづくりを推進します。

◆幹線道路沿道の一部等、無秩序な施設立地が想定される地区において、地域全体を見据えた
中で区域を限定し、市街化調整区域の性格の範囲内での一定の都市的土地利用を計画的に誘
導する等検討します。

◆浸水被害の軽減に向け、目久尻川の治水対策を促進します。

②農を通じた交流振興を支える取組
◆農業、農地への関心が高まる中で、農業・農地を通じた活気・活力創出に向けたまちづくりをめ

ざします。
◆地域全体をみすえ、交通環境と一体となった農業交流拠点、施設等の計画的な整備について

検討します。
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都市拠点

地区拠点

低層住宅専用ゾーン

中高層住宅専用ゾーン

一般住宅ゾーン

集落地ゾーン

田園ゾーン

遊水地ゾーン

文化・教育・公共施設ゾーン

商業・業務ゾーン

地域型商業ゾーン

沿道型商業ゾーン

工業住宅複合ゾーン

工業ゾーン

新産業ゾーン

緑地等ゾーン

学校（小、中、高、大学）

港湾

鉄（軌）道

自動車専用道路

主要幹線道路

幹線道路

補助幹線道路

（実線：整備済）

（点線：未整備・概整）

歩行者自転車専用道路

都市計画公園
（整備済(一部整備済含む)）

都市計画公園（未整備）

緑の保全拠点

都市農業交流拠点

市街地検討エリア

13地区

新たな公共交通（構想）

 ( 円　:構想）

水と緑のネットワーク
海上交通

公共施設

御所見地区将来構想図

0 500 1,000メートル
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第4章
Fujisawa Urban Master Plan

推進方策
1 13地区別まちづくりマネジメントの推進
2 主要プロジェクトの戦略的展開
3 多様化する都市づくりの担い手との連携推進
4 都市計画・都市づくりを支える
　情報共有の更なる推進

5 進行管理と見直し
6 これからの藤沢都市計画の考え方
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　社会の成熟化に伴い、経済成長の鈍化や行財政の停滞、地方分権等が顕著になる中で、近年

では都市づくり分野でも多様な手法や連携形態が出てきました。本都市マスタープランを実現

するにあたっては、多様なまちづくりの担い手と連携していくことが不可欠となります。

　蓄積した社会資本を有効に活用するとともに効率的な更新が求められる中、都市づくりに

携わる行政、市民、事業者等、様々な主体が互いに役割分担し、連携・協力しながら、次の方策

のもと本都市マスタープランの実現をめざします。

　様々な都市サービス等を進めてきた13地区を単位として、まちづくりマネジメントを進めま

す。

　これまで進めてきた市民との協働によるまちづくりを、13地区に設置されている「会議体」等

の市民自治組織と連携しながら、今後は更に踏み込んだ市民力によるまちづくり活動の推進

等のもと、市民と行政の協働による都市づくりを進めます。

　その実現に向け、都市計画、都市づくり分野における専門性を有したまちづくりリーダーの

人材育成に取り組みます。

1 13 地区別
まちづくりマネジメントの推進

168 Fujisawa Urban Master Plan



序
　
章

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

資
料
編

　将来都市像である「自立するネットワーク都市」の実現に向け、将来都市構造の根幹となる戦

略的プロジェクトを多様な連携のもとに推進し、「まちづくりの基本方針」の実体化を図ります。

　本市の都心である藤沢駅周辺において、南北一体となった再活性化に向け、市民、事業者等

との活性化方策の共有化を図ります。また、それに基づいた建物・機能更新の促進、様々な交通

動線が共存する交通ネットワークの形成、駅・デッキ・駅前街区の回遊ネットワーク動線の形成

等を、一体的かつ戦略的に展開します。

藤沢都心部の再活性化1

〈短期に取り組む事項〉
◆藤沢駅周辺地区再整備構想・基本計画に基づくガイドラインの策定

◆藤沢駅南北自由通路、駅前広場・デッキ整備の検討・推進

都市づくりの基本方針

1．13地区別まちづくり

藤沢都心部の再活性化

西北部地域総合整備

水とみどりの
ネットワークづくり

広域交通体系の整備

公共施設等の適切な
維持管理と更新

2．活力を生み出す都市づくり

3．

4．災害に強く安全な都市づくり

5．美しさに満ちた都市づくり

6．

13地区別まちづくり
マネジメントの推進

主要プロジェクト

低炭素社会構築に向けた
都市づくり

広域的に連携する
ネットワークづくり

2主要プロジェクトの
戦略的展開
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　都市と自然の共生をめざして、総合治水対策の一環として県が進める引地川・境川・目久尻

川の河川改修と連携し、緑道や親水公園、遊水地等の整備を進めるとともに沿岸斜面緑地の保

全を図り、水と緑のネットワークの保全と再生を図ります。

　本市の活力を生み出す新たな産業ゾーンとして、農・工・住が共存する環境共生都市の創造

をめざして、東海道新幹線新駅等広域プロジェクトと連携し、大学・病院等の高次都市施設や

研究開発産業等の導入を図るとともに、生活基盤施設の整備を進めます。

水とみどりのネットワークづくり3

西北部地域総合整備2

〈短期に取り組む事項〉
◆特別緑地保全地区等の法制度を活用した三大谷戸の保全

◆遊水地整備の促進	 ◆引地川緑地の遊歩道整備

〈短期に取り組む事項〉
◆新産業の森地区の整備　	 ◆健康と文化の森の整備

◆（仮）湘南台寒川線整備の促進	 ◆（仮）遠藤葛原線の整備

◆健康と文化の森地区調整池の整備
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　ネットワークを支える広域幹線交通網の強化・実現をめざして、国・県が進める主要幹線道

路と相鉄いずみ野線の延伸構想の早期実現を促進するとともに、新たな交通システムの具体

化を進めます。

　少子超高齢社会においても、都市基盤等の機能維持や、より効果的な拠点形成を図るため、

老朽化が進む公共施設等（公共建築物、道路、下水道等）の総合的かつ計画的な維持管理・更

新を実施するとともに、複合化等による公共施設の再整備を進めます。

広域交通体系の整備4

公共施設等の適切な維持管理と更新5

〈短期に取り組む事項〉
◆相鉄いずみ野線延伸の促進	 ◆横浜藤沢線整備の促進

◆（仮）新南北軸線の形成に向けた取組の推進（連節バスの導入等）

〈短期に取り組む事項〉
◆公共施設等の計画的な維持管理による長寿命化の推進（予防保全等）

◆公共施設の機能集約・複合化等による再整備の推進
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　都市づくりの担い手が多様化する中で、自ら責任を持って活動を行う市民、ＮＰＯ、事業者等

との連携・協働による都市づくり及びネットワークづくりを進めます。また、地域の活性化や健

全な都市経営へと繋がるような、多様な主体によるタウンマネジメントを促進します。さらに、

より効果的、魅力的なまちづくりの推進をめざし、市民、事業者等の間での連携・マッチングを

図ります。

　時々の事業、施策に応じて、効果、効率、都市の持つべき品位・公正さ等様々な観点から、連携

のあり方、手法等を選択し、質の高い都市形成を推進します。

　都市づくりや都市管理の主体が多様化する中で、これまで蓄積した社会資本を有効に活用

したまちづくりマネジメントを進めていくために、都市づくりに関する情報提供を充実すると

ともに、市民、行政、事業者間での情報の共有化を推進します。

3

4

多様化する都市づくりの
担い手との連携推進

都市計画・都市づくりを支える
情報共有の更なる推進
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　長期展望のもとに設定した将来都市像である「自立するネットワーク都市」の実現に向けて

は、その実現の過程において、施策の進捗状況をはじめ、都市づくりが将来都市像の実現に向

かっているか把握することが重要です。市内の都市づくりや都市整備に関連する分野別計画の

策定や施策実施時における適合性確保と共に、広域的な都市づくりにおいても本都市マスター

プランを踏まえた関係都市との連携・調整を前提とします。

　本都市マスタープランの実現に向けた進行管理においては、市民、事業者、学識経験者、行政

等により構成する進行管理組織を設け、Ｐ（計画）Ｄ（実行）Ｃ（確認・評価）Ａ（改善）サイクルを

用いた進行管理を、概ね5年を目安に、またその他、必要に応じて行います。

　確認・評価については、将来都市構造の実現に資する総合的な指標を設定、管理するととも

に、まちづくりの基本方針を実体化する主要プロジェクトの進捗状況の確認等により行いま

す。なお、指標については、成果指標（アウトカム指標）を基本としつつ、事業実施量（アウトプッ

ト指標）を組み合わせた複合的な指標を設定し、複数要素から都市の動向の把握に努めます。

　さらに、社会経済情勢に大きな変化が生じた場合には、本都市マスタープランの見直しを行

います。なお、部分見直しの必要が生じた際には、本都市マスタープランの基本的な考え方に

沿った範囲に限り、進行管理組織が承認した検討組織による検討を行った上で、パブリックコ

メントや都市計画審議会の議を経る等の一定の手続きにより部分見直しを行います。

　指標候補については、都市づくりの基本方針に合わせ、それぞれ指標を設定していま
すが、都市の動向を把握する際には、12個を一括りとして評価をしていきます。
　なお、指標は、分野別計画等により進行管理しているものを基本とし、経年の変化が追
えるとともに、できるだけ成果指標として示せるものを設定します。

　　　『将来都市構造の実現に資する総合的な指標』の設定

都市づくりの基本方針 指標（	単位	） 分野別計画・出典等

1
13地区別まちづくり

市街化区域内におけるDID（人口集中地区）の割合（%） 立地適正化計画

市民の意識が高く、市民参加型の地域づくりが進んでいること。（%） 市民意識調査

2
活力を生み出す	
都市づくり

商業吸引力（%） 経済センサス

夜間人口・昼間人口の比率（%） 国勢調査

3
低炭素社会構築に	
向けた都市づくり

温室効果ガスの削減率（%） 地球温暖化対策実行計画

鉄道利用者増加率（%） 統計年報

4
災害に強く安全な	
都市づくり

住宅の耐震化率(%) 耐震改修促進計画

都市計画道路整備率（%） 道路整備プログラム

5
美しさに満ちた	
都市づくり

緑地の確保率（%） 緑の基本計画

まちと自然環境の調和がとれていること。（%） 市民意識調査

6
広域的に連携する	
ネットワークづくり

最寄り駅まで15分圏域の人口割合（%） 交通マスタープラン

年間観光客数（万人） 観光振興計画

（指標候補）

参考

5進行管理と見直し

173Fujisawa Urban Master Plan



序
　
章

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

資
料
編

　地方分権の更なる推進や都市計画法改正時等には、これらに即した都市計画の変更等を進

めますが、都市構造や土地利用等の基本的な枠組み・考え方について、本市では本都市マス

タープランを継承し、継続的に運用します。

　一方、全国的な人口減少社会において、本市においても2030年（平成42年）以降、緩やかで

はありますが減少が予測されるとともに、高齢化がますます進展していきます。

　藤沢都市計画では、人口減少・少子超齢社会においても持続可能な都市となるよう、魅力あ

る移動しやすいまちづくりを着実に進め、市民ひとりひとりが元気に活動するとともに、地域で

支え合える活力ある都市をめざします。

6これからの
藤沢都市計画の考え方
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Fujisawa Urban Master Plan

1 用語解説
2 藤沢市都市マスタープラン部分改定の経過

資料編
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用　語 意　味 掲載ページ

ア アメニティ 快適さや便利さ、潤い 35

インキュベーション 新規事業や起業の立ち上げを支援するサービス・活動 46、152

雨水貯留浸透施設
雨水を一時的に貯めたり、地下に浸透させたりすることによ
り河川への流出を抑制する施設

53

エコ・コンパクトシティ
中心市街地や主要な交通結節点周辺等を公共交通を基本に
ネットワークし、コンパクトで環境負荷の少ない「集約型都市
構造」を持った都市の概念

49

NPO
営利を目的としていない民間組織
（Non	Profit	Organizationの略）

15、172

　 延焼遮断帯
大地震時等において市街地大火を阻止する機能を果たす、道
路、河川、鉄道、公園等の都市施設と、それらの沿線の一定範
囲に建つ耐火建築物により構築される帯状の不燃空間

52、89、93、
101

カ 海洋レクリエーション
機能

海を主たる活動の場とするレクリエーション（遊び・スポー
ツ・観光等）の機能

35、47

環境共生モデル都市、
ツインシティ

環境と共生するモデル都市をめざす都市づくりとして、神奈
川県が中心となって進めているプロジェクト。
東海道新幹線新駅を誘致する寒川町倉見地区と相模川対岸
の平塚側地区とを新たな道路橋でつなぐツインシティ構想を
中心に、両地区の機能分担と機能連携が図られた一体的な
都市を整備し、全国との交流連携の窓口となるゲートの形成
をめざしている。

18、20、59、
152、160

クラスター型構造
一極集中に対して、多核分散型の拠点等を公共交通等でネッ
トワークする都市構造

37

景観形成地区
閑静な住宅地や個性ある商店街といった身近な生活環境の
質の向上と美しく魅力ある街並み景観の形成を図るため、地
区のまちづくりのルールを住民が定めることができる制度

56

交通需要マネジメント

利用者のニーズを尊重しながら、車の利用の仕方や暮らしぶ
りを工夫することにより、自動車交通の円滑化を図ろうとす
る施策の総称
Transportation	Demand	Management（TDM）

50

　 コンパクトな都市構造
集約型都市構造。市街地の無秩序な拡大に対し、持続可能な
都市を形成するための空間像

8、22、30

サ 再生可能エネルギー
太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱等、一度利用し
ても比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しないエ
ネルギー

50

里山 人々の暮らしと結びついてきた近傍の林、森、山 50、156

事業実施量
（アウトプット指標）

事業を実施することによって直接発生した成果物・事業量
（例：道路の整備による道路整備延長の増加）

173

用語解説1
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サ シビルミニマム 都市における市民生活の必要最小限の基準 12

集約型都市構造

居住、交流等の各種機能を集積した都市構造。これからのま
ちづくりにおいては、少子・超高齢社会に対応した「歩いて
暮らせるコンパクトな集約型都市構造」への再編が不可欠
となる。

32、49

ストック
これまでに蓄積されてきた建築物や道路、下水道等の都市
基盤

7、52、53

スプロール
都市郊外部のスプロール化を指し、市街地が“無秩序に拡大”
（sprawlの本来の意味）していく現象

12

スマートインターチェンジ

高速道路へのアクセスの向上を目的に、サービスエリアや、
パーキングエリアまたは既存のインターチェンジの間に設置
されるETC専用インターチェンジ
（ETC：高速道路などの料金所で止まらずに通行料を精算で
きるシステム（Electronic	Toll	Collection	Systemの略））

33、59、
152、153、
157	他

成果指標
（アウトカム指標）

事業を実施することによって得られた成果（例：道路の整備に
よる渋滞延長・事故等の解消）

173

生物多様性
様々な生態系が存在すること。並びに生物の種間及び種内に
様々な差異が存在すること

36、49

ゼロ・エミッション
発生する廃棄物を全て価値あるものとして利用し、排出物を
ゼロにしようとする考え方

50

ソフト対策
津波避難訓練や津波避難路への案内シールの貼り付けなど、
物理的な構造物等を用いることなく行うことができる対策
（対義語：ハード対策）

8、52

タ ターミナル
鉄道やバス路線等の終点始点となり、分岐点として多数の路
線を束ねる役割を持つもの

35、59、96、
136、140	他

タウンマネジメント
都市経営の視点のもと、ソフトやハードな施策・取組を総合
的、一体的に捉えて計画し、推進することで、街の活力を復
活・維持させること

172

　 地区計画

都市計画法に基づく制度。地区レベルで生活環境を保全した
り整備するため、建築物の用途・形態等に関する制限や、道
路、公園等の配置等について地区の特性に応じて、きめ細か
く定めることができる。計画の策定には、地区内の住民の積
極的な参加と協力が必要である。

37、43、56、
84、100

超高齢社会

総人口に対して65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢
化率という。高齢化率が7%を超えた社会を「高齢化社会」、
14%を超えた社会を「高齢社会」、21%を超えた社会を「超高
齢社会」と定義される。

7、22、32、
43、171	他

長寿命化
（公共施設等における）

予防保全型の適正な維持管理を行うことで、公共施設等を長
期間利用できるようにすること。また、新たに施設整備を行う
際には、長期に利用できる仕様とすること

56、171
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タ 調整池
集中豪雨などの局地的な出水により、河川の流下能力を超過
する可能性のある水を河川に入る前に一時的に溜める池

170

DID

人口集中地区（Densely	Inhabited	Districtの略）
国勢調査結果をもとに、原則として人口密度が1k㎡当たり
4,000人以上の地域で、実質の都市的地域、狭義の都市とし
ての市街地の規模を示す指標

41、173

都市機能
医療・福祉・子育て支援・教育文化・商業等の都市の生活を支
え、都市の魅力を形成する機能

7、18、34、
45、58	他

都市基盤
道路・鉄道等の基幹交通施設や緑地・公園などの都市のさま
ざまな活動を支える最も基本となる施設

12、42、52、
56、171	他

ハ バリアフリー
高齢者や身体障がい者等の社会生活に妨げとなる障害を取
り除くこと

15、53、56、
69、76	他

ハード対策
道路（津波避難路）や堤防等の整備など、物理的な構造物に
よる対策（対義語：ソフト対策）

8、52

ビオトープ

bio（生物）とtope（場所）を合成したドイツ語。単に位置的な
場所としてのみ捉えるのではなく、多様な動植物や微生物が
生息していくことができるような、水、大気、土等も含めて、良
好な環境を有する場所

50

ボーダーレス化
国境をはじめ、業種、業態、時間、組織、人材、仕事、性別など
の様々な境界がなくなること

16

マ モーダルシフト 環境問題の視点から、輸送のモード（方式）を切り替えること 50

ヤ 谷戸
丘陵地帯が浸食されてできた谷あいの低湿地、及びその周辺
の斜面樹林を含めた地形

36、49、89、
152、170	他

遊水地 洪水時の河川の流水を一時的に氾濫させる土地
53、137、139、
141、149、170

ユニバーサルデザイン
障がいや年齢、国籍などにかかわらずあらゆる人が快適に利
用できる製品や建物、空間をデザインし、一人でも多くの人
が、より使いやすく快適にするという思想

15、23、42、
46、56	他

要配慮者

災害発生時において、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、
自らを守るために安全な場所に避難するなどの一連の行動
をとることが困難であったり、自宅を失うなどの理由により
避難施設で生活する場合に、他者の配慮を必要とする方々
（高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊婦等）
また、これらの要配慮者のうち、高齢者や障がい者など、災害
が発生した場合に一人で避難することが困難であり、その円
滑かつ迅速な避難の確保を図るために、特に支援を要する
方々を「避難行動要支援者」として位置付けている。

23

予防保全
建築物等に不具合や故障が生じる以前に､修繕等を行うこと
で、性能・機能を所定の状態に維持する保全の方法

171

ラ ライフライン
都市生活の維持に必要不可欠な電気・ガス・水道・通信・輸送
等

53
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用　語 意　味 掲載ページ

ラ ラダー型の交通軸
鉄道や幹線道路といった交通が、縦軸（南北）と横軸（東西）
方向によるはしご型に配置された交通軸

33、34

ランドマーク ある地域の目標となる標識、地形、建造物 104

立地適正化計画

医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢
者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便
施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市
全体の構造を見直した計画

8、32、53、
173、180

連節バス 大量輸送のために車体が2連以上につながっているバス 136、171
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市民等 都市計画審議会 議会 庁内

2015 5/13　庁内プロジェクト

10/21　庁内プロジェクト

12/22　庁内プロジェクト

2016 4/21　庁内プロジェクト

5/27　報告（155回）

6/9～7/23
郷土づくり推進会議 7/26　報告（156回） 7/19　庁内プロジェクト

8/8　庁内プロジェクト（建設）

8/26　報告（157回） 8/23　政策会議

9月議会　報告 9/23　庁内プロジェクト（建設）

10/28　諮問（158回）

11/25　報告（159回） 10/31　庁内プロジェクト（建設）

11/14～1/20
郷土づくり推進会議 12/26　庁内プロジェクト

2017 1/16　庁内プロジェクト（建設）

2/28　報告（160回）

4/10　庁内プロジェクト

5/25　素案報告（161回） 5/25　政策会議

6/30～7/31
パブリックコメント 6月議会　素案報告

7/4、7/9、7/13
市民説明会

8/31　中間報告（162回） 8/9　庁内プロジェクト

11/24　答申（163回）

2018 2/1　政策会議

2月議会　最終報告

155回 2016/5/27 進行管理及び改定の考え方

156回 2016/7/26 津波に対するまちづくり

157回 2016/8/26 少子超高齢社会に対するまちづくり（立地適正化計画）

158回 2016/10/28 諮問　全体構想（事業進捗状況・たたき台の確認）

159回 2016/11/25 全体構想（たたき台の確認）

160回 2017/2/28 地区別構想、推進方策（たたき台の確認）

161回 2017/5/25 素案報告

162回 2017/8/31 中間報告

163回 2017/11/24 答申　最終報告

　藤沢市都市マスタープランの部分改定にあたっては、「藤沢市立地適正化計画」の策定に併

せ、「藤沢市都市計画審議会」において検討を行うとともに、パブリックコメントや市民説明会

の実施、郷土づくり推進会議との意見交換等を行いながら、進めました。

都市計画審議会の審議内容

藤沢市都市マスタープラン部分改定の経過2
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